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愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部

を次のように改正する。

目次中「課及び」を「局及び課並びに」に改める。

第２章第１節の節名を次のように改める。

第１節 局及び課並びに所掌事務

第４条を次のように改める。

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲

げる局及び当該右欄に掲げる課を置く。

総務部 管理局 総務管理課、人事課、財政課、税務

課、私学文書課

新行政推進

局

市町村課、行政システム改革課

企画情

報部

管理局 企画調整課、交通対策課、国際交流

課、統計課、情報政策課

秘書広報局 秘書課、広報広聴課

県民環

境部

管理局 県民交流課、消防防災安全課

県民協働局 男女参画課、県民活動推進課、生活

課、人権対策課

環境局 環境政策課、廃棄物対策課、自然保

護課

保健福

祉部

管理局 保健福祉課

健康衛生局 健康増進課、薬務衛生課

生きがい推

進局

子育て支援課、障害福祉課、長寿介

護課

経済労

働部

管理局 産業政策課、労政雇用課

産業支援局 産業創出課、経営支援課

観光推進局 観光課、町並博推進課

農林水

産部

管理局 農政課、農業経済課

農業振興局 農地整備課、農業経営課、農産園芸
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課、畜産課

森林局 林業政策課、森林整備課

水産局 漁政課、水産課、漁港課

土木部 管理局 土木管理課、用地課

河川港湾局 河川課、水資源対策課、港湾海岸課

、砂防課

道路都市局 道路建設課、道路維持課、高速道路

課、都市計画課、都市整備課、建築

住宅課

第４条の２の表中

高齢者福祉課 国民健康保険室

観光課 イベント推進室

労政雇用課 雇用対策室

「

を

」

保健福祉課 医療対策室

長寿介護課 国民健康保険室

産業政策課 企業立地推進室

労政雇用課 雇用対策室

町並博推進課 イベント推進室

「

に

」

改める。

第６条第１項中「商工流通課」を「産業政策課」に改め、

同項第３号を削り、同項第４号中「行政事務の」の下に「総

合企画、」を加え、同号を同項第３号とし、同項第５号を同

項第４号とする。

第７条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第

３項とし、第５項を第４項とし、同項の次に次の１項を加え

る。

５ 私学文書課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 私立学校に関すること。

� 行政書士及び宗教法人に関すること。

� 私立大学に関すること（他の主管に属するものを除く

。）。

� 条例、規則、訓令、告示等の審査に関すること。

� 政策法務、争訟事務、公益法人事務等の統轄に関する

こと。

� 公印及び文書の管理に関すること。

� 文書事務の総括に関すること。

� 逓送事務の総括に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

	 官報登載事務、県報及び県法規集に関すること。

第７条第６項中「第８号」を「第１３号」に改め、同項中第

９号を第１４号とし、第８号を第１３号とし、第７号の次に次の

５号を加える。

� 地域振興に関すること。

	 地域環境の整備に関すること。


 離島、過疎地域及び半島の振興に関すること。

� 市町村の基本構想及び新広域市町村圏計画に関するこ

と。

� 地方拠点都市地域の整備促進に関すること。

第７条第７項を次のように改める。

７ 行政システム改革課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 行政評価システムに関すること。

� 県の制度の見直しに関すること。

� 行政改革大綱の推進に関すること。

� 行政改革の進行管理に関すること。

� 地方分権の推進に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 規制緩和に関する事務の総括に関すること。

� 広域的自治体の在り方に関すること。

� 県の業務の外部委託の推進に関すること。

	 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の推進に

関すること（他の主管に属するものを除く。）。


 公社等外郭団体の運営等に係る総合調整に関すること

。

� パブリック・コメント制度に関する事務の総括に関す

ること。

� 行政手続に関する事務の総括に関すること。

第８条第１項第７号中「西瀬戸経済圏構想」を「四国４県

連携」に改め、同条第２項を削り、同条第３項第６号中「こ

と」の下に「（他の主管に属するものを除く。）」を加え、

同項を同条第２項とし、同項の次に次の１項を加える。

３ 国際交流課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 国際交流に関すること。

� 国際協力に関すること。

� 海外移住に関すること。

� 海外渡航に関すること。

� その他国際協調に関すること。

第８条中第４項を削り、第５項を第４項とし、同条第６項

に次の３号を加え、同項を同条第５項とする。

� 総合行政ネットワークに関すること（他の主管に属す

るものを除く。）。

� 電子申請システムに関すること。

� 文書管理・電子決裁システムに関すること。

第８条に次の２項を加える。

６ 秘書課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 知事及び副知事の秘書事務に関すること。

� 庁中儀式に関すること。

� 皇室に関すること。

� 文辞に関すること。

７ 広報広聴課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 広報に関すること。

� 報道機関との連絡協調に関すること。

� 広聴に関すること。

� 県民相談に関すること（他の主管に属するものを除く

。）。

� 親切行政の推進に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 県民からの苦情に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

第９条第１項第３号から第６号までを削り、同条中第２項

を削り、第３項を第２項とし、同条第４項中「参画推進課」

を「男女参画課」に改め、同項を同条第３項とし、同項の次

に次の１項を加える。

４ 県民活動推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 特定非営利活動法人事務の統轄に関すること。

� ボランティアに関する施策の総合企画、総合調整及び

推進に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外２

２



� 県民による地域社会づくりに関すること。

� コミュニティ対策の推進に関すること。

� 青少年の健全育成及び非行防止に関すること（他の主

管に属するものを除く。）。

� 青少年の社会参加に関すること。

� 青少年関係団体に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 情報公開に関する事務の総括に関すること。

� 個人情報保護に関する事務の総括に関すること。

� 知事の資産等の公開に関すること。

	 行政資料室に関すること。


 情報提供に関すること（他の主管に属するものを除く

。）。

第９条第８項第３号中「国民宿舎及び」を削り、同項を同

条第９項とし、同条第７項第１号中「再生資源の利用促進」

を「循環型社会の形成の推進」に改め、同項を同条第８項と

し、同条第６項中第１５号を第１７号とし、第１４号を第１６号とし

、第１３号を第１５号とし、第１２号を第１３号とし、同号の次に次

の１号を加える。

� 土壌汚染対策に関すること。

第９条第６項中第１１号を第１２号とし、第３号から第１０号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加え、同項

を同条第７項とする。

� 庁内のＩＳＯ１４００１に係る活動の統轄に関するこ

と。

第９条第５項の次に次の１項を加える。

６ 人権対策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 同和対策の総合企画及び総合調整に関すること。

 地方改善対策事業に関すること。

� 同和問題の調査及び研究に関すること。

� 「人権教育のための国連１０年」愛媛県行動計画の推進

及び連絡調整に関すること。

� 人権施策の総合調整及び推進に関すること。

第１０条の見出し中「の課及び室」を「各課」に改め、同条

第１項に後段として次のように加える。

この場合において、第５号から第８号まで及び第１０号の

事務は、医療対策室が所掌する。

第１０条第１項中第１６号を第１７号とし、第１０号から第１５号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第９号を削り、第８号を第９号とし

、同号の次に次の１号を加える。

� 医療技術大学の開設準備に関すること。

第１０条第１項第７号の次に次の１号を加える。

� 保健師、助産師、看護師等養成所に関すること。

第１０条第２項を削り、同条第３項中第１０号及び第１１号を削

り、第１２号を第１０号とし、第１３号を第１１号とし、同項の次に

次の１項を加える。

３ 薬務衛生課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 医薬品等並びに麻薬、向精神薬、大麻、覚せい剤及び

あへんの指導取締りに関すること。

 有害物質を含有する家庭用品並びに毒物及び劇物の指

導取締りに関すること。

� 献血事業の推進及び採血業に関すること。
さい

� 骨髄バンク及び臍帯血バンクに関すること。

� 温泉の保護及び利用の適正化に関すること。

� 薬剤師に関すること。

� 薬業団体に関すること。

� 蛇毒抗毒素等の救急薬品に関すること。

� 薬用植物に関すること。

� 理容師、美容師、クリーニング師、製菓衛生師、調理

師及びふぐ取扱者に関すること。

	 生活衛生関係営業に関すること。


 建築物における衛生的環境の確保に関すること。

� 多数集合地の衛生に関すること。

� 食品衛生及び獣医公衆衛生に関すること。

� 野犬対策並びに動物の愛護及び管理に関すること。

� 墓地等の規制に関すること。

� その他薬事及び衛生指導に関すること。

第１０条第４項を次のように改める。

４ 子育て支援課の所掌事務は、次のとおりとする。

� えひめ子どもプランの推進に関すること。

 児童の健全育成に関すること。

� 母子福祉及び父子福祉に関すること。

� 保育所及び保育士に関すること。

� 児童福祉に関すること（他の主管に属するものを除く

。）。

� 女性保護に関すること（他の主管に属するものを除く

。）。

第１０条第６項中「高齢者福祉課」を「長寿介護課」に改め

、同項第２号中「（他の主管に属するものを除く。）」を削

り、同項第５号中「（介護老人保健施設に関することに限る

。）」を削り、同条第７項及び第８項を削る。

第１２条第１項を次のように改める。

産業政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか

、次のとおりとする。この場合において、第１３号から第１５

号までの事務は、企業立地推進室が所掌する。

� 商工政策の企画立案及び調整に関すること。

 産業高度化対策の総合企画、総合調整及び推進に関す

ること（他の主管に属するものを除く。）。

� 中小企業振興計画の策定に関すること。

� 経済変動対策及び不況対策の推進に関すること。

� 経済情勢の調査及び分析に関すること。

� 企業に係る情報の収集及び分析に関すること。

� ＦＡＺ構想の推進に関すること。

� 海運の振興に関すること。

� 外資系企業の誘致に関すること。

� 貿易の振興その他産業の国際化に関すること。

	 計量器の検定その他計量に関すること。


 その他商工業に関すること（他の主管に属するものを

除く。）。

� 企業立地及び企業誘致に関すること。

� 工業用水に関すること。

� 資源エネルギー対策の総合企画、総合調整及び推進に

関すること。

第１２条第２項から第４項までを削り、同条第５項中「第１３

号」を「第１１号」に改め、同項第９号中「心身障害者」を「

障害者」に改め、同項第１２号及び第１３号を削り、同項を同条
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第２項とし、同条に次の４項を加える。

３ 産業創出課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 新事業の創出の促進に関すること（他の主管に属する

ものを除く。）。

� 産業の情報化及び情報関連産業の振興に関すること（

他の主管に属するものを除く。）。

� 中小企業の技術振興に関すること。

� 鉱工業に関する試験研究及び調査の基本方針の策定及

び企画調整に関すること。

� 中小企業の技術開発に係る産学官連携に関すること。

� 発明及び工業所有権に関すること。

４ 経営支援課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 金融に関すること（他の主管に属するものを除く。）

。

� 小規模企業者等に係る設備資金の貸付け及び設備貸与

に関すること。

� 伝統的工芸品産業の振興に関すること。

� 下請中小企業の振興に関すること。

� 中小企業の経営診断及び助言に関すること。

� 中小企業に係る経営革新の支援に関すること。

� 中小企業に係る高度化資金の貸付け及び構造改善事業

に関すること。

� 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他商工

団体等に関すること。

	 流通対策（他の主管に属するものを除く。）及び大規

模小売店舗の立地に関すること。


 鉱業に関すること（他の主管に属するものを除く。）

。

５ 観光課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 観光開発の総合計画に関すること。

� 国際観光の振興に関すること。

� 観光施設の整備及び観光客誘致の推進に関すること。

� 観光団体等に関すること。

� 物産の販路拡大及び県産品愛用運動の推進に関するこ

と。

� 商工業関係の博覧会、展示会、見本市等に関すること

（他の主管に属するものを除く。）。

� 総合保養地域に関すること。

� しまなみ海道による地域振興に関すること。

	 その他観光及び物産に関すること。

６ 町並博推進課の所掌事務は、次のとおりとする。この場

合において、第３号及び第４号の事務は、イベント推進室

が所掌する。

� 南予地域観光振興イベントの総合調整に関すること。

� 南予地域観光振興イベントの広報及び誘客促進に関す

ること。

� 南予地域観光振興イベントのイベント実施に関するこ

と。

� 南予地域観光振興イベントの会場及び交通に関するこ

と。

第１３条第２項中「団体指導課」を「農業経済課」に改め、

同項第１号中「農林業組合」を「農業協同組合及び農業共済

組合」に改め、同項第２号中「農林業」を「農業」に改め、

同項第３号中「農林業金融」を「農業金融」に改め、同項第

４号中「農林業組合」を「農業協同組合及び農業共済組合」

に改め、同項第５号中「農林業団体」を「農業団体」に改め

、同条第７項中第１０号を第１５号とし、第６号から第９号まで

を５号ずつ繰り下げ、第５号を第９号とし、同号の次に次の

１号を加える。


 木材の利用促進に関すること。

第１３条第７項第４号の次に次の４号を加える。

� 森林組合の指導に関すること。

� 森林国営保険に関すること。

� 林業金融に関すること。

� 森林組合の検査に関すること。

第１３条第８項第７号中「県有林」を「公有林」に改める。

第１４条の見出し中「及び局」を削り、同条第４項中第２号

を削り、第３号を第２号とし、同号の次に次の１号を加える

。

� 広域的な用水対策の調整に関すること。

第１４条第４項第４号中「地下水の利用及び保全」を「既存

水源の活用方策」に改め、同項第７号を削り、同項第６号中

「ダムの」及び「の調査及び計画」を削り、同号を同項第８

号とし、同項第５号中「及び中予分水」を削り、同号を同項

第７号とし、同項第４号の次に次の２号を加える。

� 新規水源に関すること。

� ダムに関すること（他の主管に属するものを除く。）

。

第１６条第１項中「及び次長」を削り、同条第３項を削る。

第１６条の２の見出し中「男女共同参画局等」を「局」に改

め、同条第１項中「男女共同参画局、水産局、河川港湾局及

び道路都市局」を「局」に改め、同条第２項中「局長」を「

原子力安全対策推進監」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 農業振興局、土木部管理局及び河川港湾局に技術監を置

く。

第１８条中「前２条」を「前条」に改める。

第１９条第１項中「団体指導課」を「農業経済課、林業政策

課」に改める。

第２３条第４項第７号中「河川総合開発」を「新規水源」に

改める。

第２３条の３第１項中「、ダム管理事務所及び中山川ダム建

設事務所」を「及びダム管理事務所」に改め、同条第４項中

「及び中山川ダム建設事務所」を削り、同条第６項を削る。

第２４条第１項中第２６号を第２７号とし、第１４号から第２５号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第１３号の次に次の１号を加える。

� 農業改良専門員

第２６条第３項中第８号を第９号とし、第２号から第７号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。

� 次長（愛媛県中央児童相談所及び愛媛県南予児童相談

所に限る。）

第３１条第１項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし

、第２号の次に次の１号を加える。

� 肥料の取締りに係る立入検査等に関すること（前号の

業務と併せて行うものに限る。）。

第３７条第１項第１号中「第１８条第４項第３号」を「（昭和

２４年法律第２８３号）第１７条の３第１項の規定によるあつせん

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外２

４



、調整若しくは要請又は同法第１８条第３項」に改める。

第４０条第１項各号を次のように改める。

� 知的障害者及びその介護を行う者に対する更生援護の

実施に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する

情報の提供その他必要な援助に関すること（知的障害者

福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４第１項の規定

によるあつせん、調整若しくは要請又は同法第１６条第１

項第２号の措置に係るものに限る。）。

� 知的障害者に関する相談及び指導のうち、特に専門的

な知識及び技術を必要とするものに関すること。

� １８歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的

判定に関すること。

第４０条第２項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし

、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

� 知的障害者福祉司

第５１条第２項の表環境研究課の部環境監視室の項中「水質

環境科」の下に「、環境監視科」を加え、同部環境調査室の

項を削り、同表に次のように加える。

環境調査課 放射能研究室 放射能調査科

第５３条第１項第１号から第３号までを次のように改める。

� 県民の主体的な健康づくりの推進に関すること。

� 健康増進に関する知識の普及及び相談に関すること。

� 健康増進に係る指導者の研修その他人材の養成に関す

ること。

第５３条第１項第４号中「資料」を「情報」に改める。

第５３条第２項中「それぞれ」を削り、同項の表を次のよう

に改める。

総務課
健康推進課 健康支援係、健康情報係、研修企画係

第５３条第３項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし

、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。

� 担当係長

第５７条第３項第２号及び第３号を次のように改める。

� 課長

� 室長

第５７条第３項中第８号を第９号とし、第４号から第７号ま

でを１号づつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。

� 専門研究員

第５８条の見出しを「（紙産業研究センター）」に改め、同

条第１項中「愛媛県製紙試験場（以下「製紙試験場」を「愛

媛県紙産業研究センター（以下「紙産業研究センター」に改

め、同項第１号中「紙パルプ及び紙加工の技術」を「紙産業

」に改め、同項第２号中「紙パルプ及び紙加工」を「紙産業

」に改め、同項に次の２号を加える。

� 紙に関する展示及び紙産業に関する情報の提供に関す

ること。

� 紙産業に関する研究開発又は研修に必要な施設等の提

供に関すること。

第５８条第２項を次のように改める。

２ 紙産業研究センターに、次の表の左欄に掲げる課及び室

並びに当該右欄に掲げる係を置く。

総務課 庶務係
技術支援室

第５８条第３項中「製紙試験場」を「紙産業研究センター」

に改め、同項第１号を次のように改める。

� 所長

第５８条第３項中第８号を第１０号とし、第７号を第９号とし

、第６号を第８号とし、第５号を削り、第４号を第６号とし

、同号の次に次の１号を加える。

� 係長

第５８条第３項中第３号を第４号とし、同号の次に次の１号

を加える。

� 特別研究員

第５８条第３項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１

号を加える。

� 課長

第５８条第４項中「製紙試験場」を「紙産業研究センター」

に改める。

第６２条を次のように改める。

第６２条 削除

第７５条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし

、第３号の次に次の１号を加える。

� コンベンションの誘致の促進に関すること。

第７５条第３項の表を次のように改める。

行政課 庶務係、行政係
産業振興課 振興係

第７５条第４項中第７号を第８号とし、第４号から第６号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。

� 課長補佐

第７９条第４項を同条第５項とし、同条第３項第２号を次の

ように改める。

� 次長

第７９条第３項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし

、第２号の次に次の１号を加え、同項を同条第４項とする。

� 係長

第７９条第２項の次に次の１項を加える。

３ 大阪事務所に振興係を置く。

第８０条第１項第３号中「農村青少年」を「農業の担い手」

に改め、同項第７号中「（中央地域農業改良普及センターに

限る。）」を削り、同条第３項及び第４項を次のように改め

る。

３ 地域農業改良普及センターにそれぞれ次の普及室を置く

。

名 称 位置 管 轄 区 域

西条中央地域農業改良普

及センター伊予三島普及

室

伊予三島

市

伊予三島市、川之江

市及び宇摩郡

西条中央地域農業改良普

及センター丹原普及室

周桑郡丹

原町

東予市及び周桑郡

今治中央地域農業改良普

及センターしまなみ普及

室

越智郡伯

方町

越智郡吉海町、宮窪

町、伯方町、魚島村

、弓削町、生名村、

岩城村、上浦町及び

大三島町
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松山中央地域農業改良普

及センター久万普及室

上浮穴郡

久万町

上浮穴郡

松山中央地域農業改良普

及センター伊予普及室

伊予市 伊予市及び伊予郡

八幡浜中央地域農業改良

普及センター大洲普及室

大洲市 大洲市及び喜多郡

八幡浜中央地域農業改良

普及センター東宇和普及

室

東宇和郡

宇和町

東宇和郡

宇和島中央地域農業改良

普及センター鬼北普及室

北宇和郡

広見町

北宇和郡三間町、広

見町、松野町及び日

吉村

宇和島中央地域農業改良

普及センター御荘普及室

南宇和郡

御荘町

南宇和郡

４ 別表第９の左欄に掲げる普及室にそれぞれ当該右欄に掲

げる係を置く。

第８０条第６項第３号を次のように改める。

� 室長

第８０条第６項中第７号を第８号とし、第４号から第６号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。

� 農業改良専門員

別表第１人事課の項係の欄中「組織定員係」の下に「、能

力開発係、行政考査係」を加え、同表税務課の項の次に次の

ように加える。

私学文書課 私学係、法令係、文書係

別表第１市町村課の項係の欄中「税制係」の下に「、ふる

さと振興係、地域整備係」を加え、同表市町村課合併推進室

の項同欄中「合併推進係」の下に「、合併事業係」を加え、

同表行政私学課の項を次のように改める。

行政システム
改革課

システム改革係、行革・広域行政係

別表第１県政広報課の項を削り、同表ふるさと整備課の項

を次のように改める。

国際交流課 国際企画係、国際交流係、旅券係

別表第１情報政策課の項係の欄中「ネットワーク運営係」

の下に「、電子申請推進係」を加え、同項の次に次のように

加える。

広報広聴課 広報係、報道係、広聴係、県民相談係

別表第１県民交流課の項係の欄中「、ＮＰＯ・ボランティ

ア係」を削り、同表国際交流課の項を削り、同表参画推進課

の項課の欄中「参画推進課」を「男女参画課」に改め、同項

の次に次のように加える。

県民活動推進
課

ＮＰＯ・ボランティア係、青少年係、
情報公開係

別表第１生活課の項の次に次のように加える。

人権対策課 人権啓発係、地域改善係

別表第１環境政策課の項係の欄中「水質指導係、水質保全

係」を「水環境係、土壌汚染対策係」に改め、同表廃棄物対

策課の項同欄中「循環型社会推進係」を「計画推進係、環境

産業振興係」に改め、「、土壌汚染防止係」を削り、同表保

健福祉課の項を次のように改める。

保健福祉課 調整管理係、政策・予算係、企画係、
生活保護係、福祉振興係

医療対策室 医療機関係、医療安全係、地域看護係

別表第１薬務衛生課の項を削り、同表健康増進課の項係の

欄中「、地域看護係」を削り、同項の次に次のように加える

。

薬務衛生課 薬事係、製造指導係、麻薬毒劇物係、
環境衛生係、食品衛生係、食肉検査指
導係

別表第１児童福祉課の項を次のように改める。

子育て支援課 子育て支援企画係、ひとり親家庭係、
保育所係、児童・婦人施設係

別表第１高齢者福祉課の項課の欄中「高齢者福祉課」を「

長寿介護課」に改め、同項係の欄中「在宅福祉係、老人施設

係」を「介護保険管理係、居宅介護係、施設介護係」に改め

、同表介護保険課の項及び人権対策課の項を削り、同表商工

流通課の項を次のように改める。

産業政策課 調整管理係、政策・予算係、経済計画
係、経済調査係、通商・海運係、貿易
振興係

企業立地推
進室

立地推進係、資源エネルギー係

別表第１企業振興課の項、中小企業課の項及び観光課の項

を削り、同表労政雇用課の項の次に次のように加える。

産業創出課 新事業支援係、産業情報係、技術振興
係、産学官連携係

経営支援課 金融係、地場産業係、中小企業診断係
、商工団体係、商業振興係

観光課 観光計画係、観光推進係、物産係、し
まなみ海道係

町並博推進課 総務・渉外係、広報・誘客促進係
イベント推
進室

イベント推進第一係、イベント推進第
二係、イベント推進第三係、会場・交
通係

別表第１農政課中山間対策室の項係の欄中「調整係、」を

削り、同表団体指導課の項課の欄中「団体指導課」を「農業

経済課」に改め、同項係の欄中「、森林組合係」を削り、「

農林業金融係、検査第一係、検査第二係」を「金融係、検査

係」に改め、同表林業政策課の項同欄中「森林山村係」を「

林業企画係」に、「林産流通係」を「森林組合係、木材利用

推進係」に改め、同表森林整備課の項同欄中「県有林整備係

」を「公有林整備係」に改め、同表水資源対策課の項同欄中

「ダム建設係、水資源調査係」を「水資源調査係、ダム係」

に改める。

別表第２商工流通課の項幹事課の欄中「商工流通課」を「

産業政策課」に改め、同項地方機関の欄中「製紙試験場」を

「紙産業研究センター」に改め、「、女性職業センター」を

削る。

別表第３西条地方局の部総務福祉部総務調整課の項係の欄

中「、管財係」を削り、同部総務福祉部地域福祉課の項同欄

中「福祉活動係」を「地域福祉係」に改め、「、障害福祉係

」を削り、同表今治地方局の部総務福祉部総務調整課の項同
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欄中「、管財係」を削り、同部総務福祉部地域福祉課の項同

欄中「福祉活動係」を「地域福祉係」に改め、「、障害福祉

係」を削り、同表松山地方局の部総務福祉部総務調整課の項

同欄中「、管財係」を削り、同部総務福祉部地域福祉課の項

同欄中「福祉活動係」を「地域福祉係」に改め、「、障害福

祉係」を削り、同部産業経済部第一土地改良課の項同欄中「

団体指導第一係、団体指導第二係」を「団体指導係」に改め

、同表八幡浜地方局の部総務福祉部総務調整課の項同欄中「

、管財係」を削り、同部総務福祉部地域福祉課の項同欄中「

福祉活動係」を「地域福祉係」に改め、「、障害福祉係」を

削り、同部産業経済部第二土地改良課の項同欄中「、南予用

水第三係」を削り、同表宇和島地方局の部総務福祉部総務調

整課の項同欄中「、管財係」を削り、同部総務福祉部地域福

祉課の項同欄中「福祉活動係」を「地域福祉係」に改め、「

、障害福祉係」を削る。

別表第５西条地方局伊予三島土木事務所の部建設第一課の

項係の欄中「、第三係」を削る。

別表第６西条地方局中山川ダム建設事務所の項を削る。

別表第８を次のように改める。

別表第８（第８０条関係）

地域農業改良普及センター 課 係
西条地方局 西条中央地域

農業改良普及
センター

普及企
画課

企画調整係、食
農・経営係

地域農
業課

担い手対策係、
地域営農係

産地育
成課

農畜産係

今治地方局 今治中央地域
農業改良普及
センター

普及企
画課

企画調整係、食
農・経営係

地域農
業課

担い手対策係、
地域営農係

産地育
成課

農産園芸係、畜
産係

松山地方局 松山中央地域
農業改良普及
センター

普及企
画課

企画調整係、食
農・経営係

地域農
業課

担い手対策係、
第一地域営農係
、第二地域営農
係

産地育
成課

農産園芸係、畜
産係

八幡浜地方
局

八幡浜中央地
域農業改良普
及センター

普及企
画課

企画調整係、食
農・経営係

地域農
業課

担い手対策係、
第一地域営農係
、第二地域営農
係

産地育
成課

農畜産係

宇和島地方
局

宇和島中央地
域農業改良普
及センター

普及企
画課

企画調整係、食
農・経営係

地域農
業課

担い手対策係、
地域営農係

産地育
成課

農産園芸係、畜
産係

別表第８の次に次の１表を加える。

別表第９（第８０条関係）

普 及 室 係

西条中央地域農業改良普及
センター伊予三島普及室

担い手対策係、地域営農
係、専門普及係

西条中央地域農業改良普及
センター丹原普及室

担い手対策係、地域営農
係、専門普及係

今治中央地域農業改良普及
センターしまなみ普及室

農村・担い手係、専門普
及係

松山中央地域農業改良普及
センター久万普及室

農村・担い手係、専門普
及係

松山中央地域農業改良普及
センター伊予普及室

担い手対策係、第一地域
営農係、第二地域営農係
、専門普及係

八幡浜中央地域農業改良普
及センター大洲普及室

担い手対策係、第一地域
営農係、第二地域営農係
、専門普及係

八幡浜中央地域農業改良普
及センター東宇和普及室

担い手対策係、第一地域
営農係、第二地域営農係
、専門普及係

宇和島中央地域農業改良普
及センター鬼北普及室

地域営農係、専門普及係

宇和島中央地域農業改良普
及センター御荘普及室

農村・担い手係、専門普
及係

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ

、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられている者は、別に

辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を

命ぜられ、又は課に勤務若しくは兼務を命ぜられたものと

する。

総務部総務管理課担当係長 総務部管理局総務管理課担当係長

総務部総務管理課設備係長 総務部管理局総務管理課設備係長

総務部総務管理課財産係長 総務部管理局総務管理課財産係長

総務部総務管理課用品調達係長 総務部管理局総務管理課用品調達
係長

総務部総務管理課 総務部管理局総務管理課

総務部秘書課担当係長 企画情報部秘書広報局秘書課担当
係長

総務部秘書課 企画情報部秘書広報局秘書課

総務部人事課担当係長 総務部管理局人事課担当係長

総務部人事課組織定員係長 総務部管理局人事課組織定員係長

総務部人事課給与係長 総務部管理局人事課給与係長

総務部人事課職員厚生室福利健康係
長

総務部管理局人事課職員厚生室福
利健康係長

総務部人事課職員厚生室担当係長 総務部管理局人事課職員厚生室担
当係長
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総務部人事課職員厚生室年金係長 総務部管理局人事課職員厚生室年
金係長

総務部人事課職員厚生室共済係長 総務部管理局人事課職員厚生室共
済係長

総務部人事課 総務部管理局人事課

総務部財政課 総務部管理局財政課

総務部税務課直税係長 総務部管理局税務課直税係長

総務部税務課間税係長 総務部管理局税務課間税係長

総務部税務課税務調査係長 総務部管理局税務課税務調査係長

総務部税務課 総務部管理局税務課

総務部市町村課行政係長 総務部新行政推進局市町村課行政
係長

総務部市町村課選挙係長 総務部新行政推進局市町村課選挙
係長

総務部市町村課財政係長 総務部新行政推進局市町村課財政
係長

総務部市町村課合併推進室合併推進
係長

総務部新行政推進局市町村課合併
推進室合併推進係長

総務部市町村課 総務部新行政推進局市町村課

総務部行政私学課法令係長 総務部管理局私学文書課法令係長

総務部行政私学課文書係長 総務部管理局私学文書課文書係長

総務部行政私学課行革・地方分権係
長

総務部新行政推進局行政システム
改革課行革・広域行政係長

総務部行政私学課行政評価推進係長 総務部新行政推進局行政システム
改革課システム改革係長

総務部行政私学課電子申請推進係長 企画情報部管理局情報政策課電子
申請推進係長

総務部行政私学課 総務部管理局私学文書課

企画情報部企画調整課調整管理係長 企画情報部管理局企画調整課調整
管理係長

企画情報部企画調整課政策・予算係
長

企画情報部管理局企画調整課政策
・予算係長

企画情報部企画調整課担当係長 企画情報部管理局企画調整課担当
係長

企画情報部企画調整課企画係長 企画情報部管理局企画調整課企画
係長

企画情報部企画調整課広域政策係長 企画情報部管理局企画調整課広域
政策係長

企画情報部企画調整課 企画情報部管理局企画調整課

企画情報部県政広報課報道係長 企画情報部秘書広報局広報広聴課
報道係長

企画情報部県政広報課情報公開係長 県民環境部県民協働局県民活動推
進課情報公開係長

企画情報部県政広報課担当係長 県民環境部県民協働局県民活動推
進課担当係長

企画情報部県政広報課 企画情報部秘書広報局広報広聴課

企画情報部交通対策課空港対策係長 企画情報部管理局交通対策課空港
対策係長

企画情報部交通対策課交通運輸係長 企画情報部管理局交通対策課交通
運輸係長

企画情報部交通対策課 企画情報部管理局交通対策課

企画情報部ふるさと整備課ふるさと
振興係長

総務部新行政推進局市町村課ふる
さと振興係長

企画情報部ふるさと整備課地域整備
係長

総務部新行政推進局市町村課地域
整備係長

企画情報部ふるさと整備課担当係長 総務部新行政推進局市町村課担当
係長

企画情報部統計課人口統計係長 企画情報部管理局統計課人口統計
係長

企画情報部統計課消費統計係長 企画情報部管理局統計課消費統計
係長

企画情報部統計課統計資料係長 企画情報部管理局統計課統計資料
係長

企画情報部統計課システム第一係長 企画情報部管理局統計課システム
第一係長

企画情報部統計課システム第二係長 企画情報部管理局統計課システム
第二係長

企画情報部統計課 企画情報部管理局統計課

企画情報部情報政策課情報計画係長 企画情報部管理局情報政策課情報
計画係長

企画情報部情報政策課担当係長 企画情報部管理局情報政策課担当
係長

企画情報部情報政策課地域情報化係
長

企画情報部管理局情報政策課地域
情報化係長

企画情報部情報政策課 企画情報部管理局情報政策課

県民環境部県民交流課調整管理係長 県民環境部管理局県民交流課調整
管理係長

県民環境部県民交流課政策・予算係
長

県民環境部管理局県民交流課政策
・予算係長

県民環境部県民交流課表彰係長 県民環境部管理局県民交流課表彰
係長

県民環境部県民交流課広域文化交流
係長

県民環境部管理局県民交流課広域
文化交流係長

県民環境部県民交流課 県民環境部管理局県民交流課

県民環境部国際交流課国際企画係長 企画情報部管理局国際交流課国際
企画係長

県民環境部国際交流課国際交流係長 企画情報部管理局国際交流課国際
交流係長

県民環境部国際交流課 企画情報部管理局国際交流課

県民環境部消防防災安全課防災企画
係長

県民環境部管理局消防防災安全課
防災企画係長
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県民環境部消防防災安全課防災情報
係長

県民環境部管理局消防防災安全課
防災情報係長

県民環境部消防防災安全課高圧ガス
係長

県民環境部管理局消防防災安全課
高圧ガス係長

県民環境部消防防災安全課交通安全
計画係長

県民環境部管理局消防防災安全課
交通安全計画係長

県民環境部消防防災安全課交通教育
指導係長

県民環境部管理局消防防災安全課
交通教育指導係長

県民環境部消防防災安全課 県民環境部管理局消防防災安全課

県民環境部男女共同参画局参画推進
課事業係長

県民環境部県民協働局男女参画課
事業係長

県民環境部男女共同参画局参画推進
課担当係長

県民環境部県民協働局男女参画課
担当係長

県民環境部男女共同参画局参画推進
課 県民環境部県民協働局男女参画課

県民環境部男女共同参画局生活課消
費者保護係長

県民環境部県民協働局生活課消費
者保護係長

県民環境部男女共同参画局生活課 県民環境部県民協働局生活課

県民環境部環境局環境政策課水質指
導係長

県民環境部環境局環境政策課水環
境係長

県民環境部環境局廃棄物対策課循環
型社会推進係長

県民環境部環境局廃棄物対策課計
画推進係長

県民環境部環境局廃棄物対策課土壌
汚染防止係長

県民環境部環境局環境政策課土壌
汚染対策係長

保健福祉部保健福祉課担当係長 保健福祉部管理局保健福祉課担当
係長

保健福祉部保健福祉課生活保護係長 保健福祉部管理局保健福祉課生活
保護係長

保健福祉部保健福祉課福祉振興係長 保健福祉部管理局保健福祉課福祉
振興係長

保健福祉部保健福祉課 保健福祉部管理局保健福祉課

保健福祉部薬務衛生課薬事係長 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
薬事係長

保健福祉部薬務衛生課製造指導係長 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
製造指導係長

保健福祉部薬務衛生課麻薬毒劇物係
長

保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
麻薬毒劇物係長

保健福祉部薬務衛生課環境衛生係長 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
環境衛生係長

保健福祉部薬務衛生課食品衛生係長 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
食品衛生係長

保健福祉部薬務衛生課 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課

保健福祉部健康増進課感染症対策係
長

保健福祉部健康衛生局健康増進課
感染症対策係長

保健福祉部健康増進課精神保健係長 保健福祉部健康衛生局健康増進課
精神保健係長

保健福祉部健康増進課特定疾患係長 保健福祉部健康衛生局健康増進課
特定疾患係長

保健福祉部健康増進課母子保健係長 保健福祉部健康衛生局健康増進課
母子保健係長

保健福祉部健康増進課地域看護係長 保健福祉部管理局保健福祉課医療
対策室地域看護係長

保健福祉部健康増進課 保健福祉部健康衛生局健康増進課

保健福祉部児童福祉課児童施設係長 保健福祉部生きがい推進局子育て
支援課児童・婦人施設係長

保健福祉部児童福祉課担当係長 保健福祉部生きがい推進局子育て
支援課担当係長

保健福祉部児童福祉課 保健福祉部生きがい推進局子育て
支援課

保健福祉部障害福祉課障害者施設係
長

保健福祉部生きがい推進局障害福
祉課障害者施設係長

保健福祉部障害福祉課身体障害者福
祉係長

保健福祉部生きがい推進局障害福
祉課身体障害者福祉係長

保健福祉部障害福祉課知的障害者福
祉係長

保健福祉部生きがい推進局障害福
祉課知的障害者福祉係長

保健福祉部障害福祉課精神障害者福
祉係長

保健福祉部生きがい推進局障害福
祉課精神障害者福祉係長

保健福祉部障害福祉課 保健福祉部生きがい推進局障害福
祉課

保健福祉部高齢者福祉課長寿社会係
長

保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課長寿社会係長

保健福祉部高齢者福祉課在宅福祉係
長

保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課居宅介護係長

保健福祉部高齢者福祉課老人施設係
長

保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課施設介護係長

保健福祉部高齢者福祉課担当係長 保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課担当係長

保健福祉部高齢者福祉課国民健康保
険室国保管理係長

保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課国民健康保険室国保管理係長

保健福祉部高齢者福祉課国民健康保
険室医療係長

保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課国民健康保険室医療係長

保健福祉部高齢者福祉課 保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課

保健福祉部介護保険課指導管理係長 保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課介護保険管理係長

保健福祉部介護保険課 保健福祉部生きがい推進局長寿介
護課

経済労働部商工流通課調整管理係長 経済労働部管理局産業政策課調整
管理係長

経済労働部商工流通課担当係長 経済労働部管理局産業政策課担当
係長

経済労働部商工流通課通商・海運係
長

経済労働部管理局産業政策課通商
・海運係長

経済労働部商工流通課貿易振興係長 経済労働部管理局産業政策課貿易
振興係長

経済労働部商工流通課 経済労働部管理局産業政策課

経済労働部企業振興課経済計画係長 経済労働部管理局産業政策課経済
計画係長

経済労働部企業振興課立地推進係長 経済労働部管理局産業政策課企業
立地推進室立地推進係長

経済労働部企業振興課経済調査係長 経済労働部管理局産業政策課経済
調査係長
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経済労働部中小企業課金融係長 経済労働部産業支援局経営支援課
金融係長

経済労働部中小企業課技術振興係長 経済労働部産業支援局産業創出課
技術振興係長

経済労働部中小企業課産学官連携係
長

経済労働部産業支援局産業創出課
産学官連携係長

経済労働部中小企業課地場産業係長 経済労働部産業支援局経営支援課
地場産業係長

経済労働部観光課観光計画係長 経済労働部観光推進局観光課観光
計画係長

経済労働部観光課観光推進係長 経済労働部観光推進局観光課観光
推進係長

経済労働部観光課イベント推進室総
務・広報係長

経済労働部観光推進局町並博推進
課総務・渉外係長

経済労働部観光課イベント推進室イ
ベント推進係長

経済労働部観光推進局町並博推進
課イベント推進室イベント推進第
一係長

経済労働部観光課 経済労働部観光推進局観光課

経済労働部労政雇用課労働福祉係長 経済労働部管理局労政雇用課労働
福祉係長

経済労働部労政雇用課職業訓練係長 経済労働部管理局労政雇用課職業
訓練係長

経済労働部労政雇用課雇用対策室雇
用企画係長

経済労働部管理局労政雇用課雇用
対策室雇用企画係長

経済労働部労政雇用課 経済労働部管理局労政雇用課

農林水産部農政課政策・予算係長 農林水産部管理局農政課政策・予
算係長

農林水産部農政課担当係長 農林水産部管理局農政課担当係長

農林水産部農政課企画係長 農林水産部管理局農政課企画係長

農林水産部農政課地域振興計画係長 農林水産部管理局農政課地域振興
計画係長

農林水産部農政課 農林水産部管理局農政課

農林水産部団体指導課農協係長 農林水産部管理局農業経済課農協
係長

農林水産部団体指導課共済係長 農林水産部管理局農業経済課共済
係長

農林水産部団体指導課農林業金融係
長

農林水産部管理局農業経済課金融
係長

農林水産部団体指導課検査第二係長 農林水産部管理局農業経済課検査
係長

農林水産部団体指導課 農林水産部管理局農業経済課

農林水産部農地整備課事業管理係長 農林水産部農業振興局農地整備課
事業管理係長

農林水産部農地整備課用地管理係長 農林水産部農業振興局農地整備課
用地管理係長

農林水産部農地整備課換地指導係長 農林水産部農業振興局農地整備課
換地指導係長

農林水産部農地整備課計画係長 農林水産部農業振興局農地整備課
計画係長

農林水産部農地整備課設計係長 農林水産部農業振興局農地整備課
設計係長

農林水産部農地整備課農道整備係長 農林水産部農業振興局農地整備課
農道整備係長

農林水産部農地整備課用水事業係長 農林水産部農業振興局農地整備課
用水事業係長

農林水産部農地整備課かんがい排水
係長

農林水産部農業振興局農地整備課
かんがい排水係長

農林水産部農地整備課農地防災係長 農林水産部農業振興局農地整備課
農地防災係長

農林水産部農地整備課 農林水産部農業振興局農地整備課

農林水産部農業経営課農地活用係長 農林水産部農業振興局農業経営課
農地活用係長

農林水産部農業経営課担い手育成係
長

農林水産部農業振興局農業経営課
担い手育成係長

農林水産部農業経営課経営情報係長 農林水産部農業振興局農業経営課
経営情報係長

農林水産部農業経営課生産環境係長 農林水産部農業振興局農業経営課
生産環境係長

農林水産部農業経営課専門技術員 農林水産部農業振興局農業経営課
専門技術員

農林水産部農業経営課担当係長 農林水産部農業振興局農業経営課
担当係長

農林水産部農業経営課 農林水産部農業振興局農業経営課

農林水産部農産園芸課流通加工係長 農林水産部農業振興局農産園芸課
流通加工係長

農林水産部農産園芸課担当係長 農林水産部農業振興局農産園芸課
担当係長

農林水産部農産園芸課食糧係長 農林水産部農業振興局農産園芸課
食糧係長

農林水産部農産園芸課花き特作係長 農林水産部農業振興局農産園芸課
花き特作係長

農林水産部農産園芸課 農林水産部農業振興局農産園芸課

農林水産部畜産課酪農振興係長 農林水産部農業振興局畜産課酪農
振興係長

農林水産部畜産課家畜衛生係長 農林水産部農業振興局畜産課家畜
衛生係長

農林水産部畜産課 農林水産部農業振興局畜産課

農林水産部林業政策課森林山村係長 農林水産部森林局林業政策課林業
企画係長

農林水産部林業政策課林道整備係長 農林水産部森林局林業政策課林道
整備係長

農林水産部林業政策課林業専門技術
員

農林水産部森林局林業政策課林業
専門技術員

農林水産部林業政策課 農林水産部森林局林業政策課

農林水産部森林整備課保護緑化係長 農林水産部森林局森林整備課保護
緑化係長

農林水産部森林整備課林地保全係長 農林水産部森林局森林整備課林地
保全係長
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�愛媛県規則第３８号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）

の一部を次のように改正する。

第２条の表知事の事務部局の部本庁の項職の欄中「、次長

」を削り、「部付」の下に「、技術監」を加え、「ＮＰＯ・

ボランティア推進監」を「原子力安全対策推進監」に改め、

同部地方機関の項同欄中「工事検査専門員」の下に「、農業

農林水産部森林整備課治山係長 農林水産部森林局森林整備課治山
係長

農林水産部森林整備課水源林整備係
長

農林水産部森林局森林整備課水源
林整備係長

農林水産部森林整備課県有林整備係
長

農林水産部森林局森林整備課公有
林整備係長

農林水産部森林整備課 農林水産部森林局森林整備課

土木部土木管理課政策・予算係長 土木部管理局土木管理課政策・予
算係長

土木部土木管理課担当係長 土木部管理局土木管理課担当係長

土木部土木管理課契約係長 土木部管理局土木管理課契約係長

土木部土木管理課建設業係長 土木部管理局土木管理課建設業係
長

土木部土木管理課砂利採石係長 土木部管理局土木管理課砂利採石
係長

土木部土木管理課技術企画室担当係
長

土木部管理局土木管理課技術企画
室担当係長

土木部土木管理課技術企画室システ
ム管理係長

土木部管理局土木管理課技術企画
室システム管理係長

土木部土木管理課 土木部管理局土木管理課

土木部用地課用地第一係長 土木部管理局用地課用地第一係長

土木部用地課収用係長 土木部管理局用地課収用係長

土木部用地課高速道路用地係長 土木部管理局用地課高速道路用地
係長

土木部用地課担当係長 土木部管理局用地課担当係長

土木部用地課 土木部管理局用地課

東京事務所総務課庶務係長 東京事務所行政課庶務係長

東京事務所振興課振興第二係長 東京事務所行政課行政係長

西条地方局伊予三島地域農業改良普
及センター地域振興課農村・担い手
係長

西条地方局西条中央地域農業改良
普及センター伊予三島普及室担い
手対策係長

西条地方局伊予三島地域農業改良普
及センター地域振興課地域係長

西条地方局西条中央地域農業改良
普及センター伊予三島普及室地域
営農係長

西条地方局伊予三島地域農業改良普
及センター専門技術課専門普及係長

西条地方局西条中央地域農業改良
普及センター伊予三島普及室専門
普及係長

西条地方局西条中央地域農業改良普
及センター地域振興課第二地域係長

西条地方局西条中央地域農業改良
普及センター地域農業課地域営農
係長

西条地方局丹原地域農業改良普及セ
ンター企画調整課女性・高齢者係長

西条地方局西条中央地域農業改良
普及センター丹原普及室担い手対
策係長

西条地方局丹原地域農業改良普及セ
ンター地域振興課第二地域係長

西条地方局西条中央地域農業改良
普及センター丹原普及室地域営農
係長

西条地方局丹原地域農業改良普及セ
ンター専門技術課畜産係長

西条地方局西条中央地域農業改良
普及センター丹原普及室専門普及
係長

製紙試験場担当係長 紙産業研究センター総務課庶務係
長

今治地方局今治中央地域農業改良普
及センター企画調整課企画係長

今治地方局今治中央地域農業改良
普及センター普及企画課企画調整
係長

今治地方局今治中央地域農業改良普
及センター地域振興課第二地域係長

今治地方局今治中央地域農業改良
普及センター地域農業課地域営農
係長

松山地方局産業経済部第一土地改良
課団体指導第一係長

松山地方局産業経済部第一土地改
良課団体指導係長

松山地方局松山中央地域農業改良普
及センター地域振興課第三地域係長

松山地方局松山中央地域農業改良
普及センター地域農業課第二地域
営農係長

松山地方局松山中央地域農業改良普
及センター専門技術課農産園芸係長

松山地方局松山中央地域農業改良
普及センター産地育成課農産園芸
係長

松山地方局久万地域農業改良普及セ
ンター専門技術課専門普及係長

松山地方局松山中央地域農業改良
普及センター久万普及室専門普及
係長

松山地方局伊予地域農業改良普及セ
ンター企画調整課女性・高齢者係長

松山地方局松山中央地域農業改良
普及センター伊予普及室担い手対
策係長

松山地方局伊予地域農業改良普及セ
ンター地域振興課第二地域係長

松山地方局松山中央地域農業改良
普及センター伊予普及室第二地域
営農係長

松山地方局伊予地域農業改良普及セ
ンター専門技術課農産園芸係長

松山地方局松山中央地域農業改良
普及センター伊予普及室専門普及
係長

衛生環境研究所環境研究課環境調査
室環境調査科長

衛生環境研究所環境研究課環境監
視室環境監視科長

八幡浜地方局産業経済部第二土地改
良課南予用水第三係長

八幡浜地方局産業経済部第二土地
改良課南予用水第二係長

八幡浜地方局大洲地域農業改良普及
センター専門技術課畜産係長

八幡浜地方局八幡浜中央地域農業
改良普及センター大洲普及室専門
普及係長

八幡浜地方局八幡浜中央地域農業改
良普及センター地域振興課第一地域
係長

八幡浜地方局八幡浜中央地域農業
改良普及センター地域農業課第一
地域営農係長

八幡浜地方局八幡浜中央地域農業改
良普及センター地域振興課第二地域
係長

八幡浜地方局八幡浜中央地域農業
改良普及センター地域農業課第二
地域営農係長

八幡浜地方局八幡浜中央地域農業改
良普及センター専門技術課専門普及
係長

八幡浜地方局八幡浜中央地域農業
改良普及センター産地育成課農畜
産係長

八幡浜地方局東宇和地域農業改良普
及センター地域振興課第二地域係長

八幡浜地方局八幡浜中央地域農業
改良普及センター東宇和普及室第
二地域営農係長

宇和島地方局宇和島中央地域農業改
良普及センター企画調整課企画係長

宇和島地方局宇和島中央地域農業
改良普及センター普及企画課企画
調整係長

宇和島地方局宇和島中央地域農業改
良普及センター地域振興課第三地域
係長

宇和島地方局宇和島中央地域農業
改良普及センター地域農業課地域
営農係長

宇和島地方局宇和島中央地域農業改
良普及センター専門技術課畜産係長

宇和島地方局宇和島中央地域農業
改良普及センター産地育成課畜産
係長

宇和島地方局御荘地域農業改良普及
センター専門技術課専門普及係長

宇和島地方局宇和島中央地域農業
改良普及センター御荘普及室専門
普及係長
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改良専門員」を加える。

第４条の表知事の事務部局の部地方機関の項職の欄中「主

任技術員」の下に「、主任技能員」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県規則第３９号
組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように

定める。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則

（保育士試験規則の一部改正）

第１条 保育士試験規則（昭和２４年愛媛県規則第１０号）の一

部を次のように改正する。

第７条中「児童福祉課」を「生きがい推進局子育て支援

課」に改める。

（狂犬病予防法施行細則の一部改正）

第２条 狂犬病予防法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第８４号

）の一部を次のように改正する。

第２条中「薬務衛生課及び保健所」を「健康衛生局薬務

衛生課、保健所及び動物愛護センター」に改める。

（愛媛県毒物劇物取扱者試験規則の一部改正）

第３条 愛媛県毒物劇物取扱者試験規則（昭和２６年愛媛県規

則第２６号）の一部を次のように改正する。

第１条第１項中「２名以内」を「１名」に改める。

第２条中「主管部長」を「主管局長」に改め、「（主管

部に次長を置く場合は、次長及び課長）」を削る。

第３条第２項後段を削る。

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第４条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県

規則第３８号）の一部を次のように改正する。

第５条第６項中「総務部」を「総務部管理局」に改める

。

（愛媛県庁舎管理規則の一部改正）

第５条 愛媛県庁舎管理規則（昭和３４年愛媛県規則第３６号）

の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「総務部」を「総務部管理局」に改める

。

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第６条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）

の一部を次のように改正する。

第１条第２項第５号中「する施設」の下に「（以下「認

可外保育施設」という。）」を加え、「第５９条第３項」を

「第５９条第４項の規定による公表及び同条第５項」に改め

、同項中第１１号を第１７号とし、第６号から第１０号までを６

号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の６号を加える。

� 法第５９条第３項の規定による認可外保育施設の設置

者に対する勧告に関すること。

� 法第５９条第７項の規定による市町村長への通知に関

すること（法第５９条第３項の規定による認可外保育施

設の設置者に対する勧告に係るものに限る。）。

� 法第５９条の２第１項及び第２項の規定による認可外

保育施設に係る届出の受理に関すること。

� 法第５９条の２第３項の規定による市町村長への通知

に関すること。

� 法第５９条の２の５第１項の規定による認可外保育施

設に係る報告の受理に関すること。

� 法第５９条の２の５第２項の規定による市町村長への

通知に関すること。

（愛媛県予算の編成及び執行に関する規則の一部改正）

第７条 愛媛県予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年

愛媛県規則第４８号）の一部を次のように改正する。

第１６条第１項中「の新設を必要とするときは総務部長に

合議し、知事の承認を受け、」を「又は」に、「総務部長

の」を「、総務部長の」に改める。

（愛媛県用品調達規則の一部改正）

第８条 愛媛県用品調達規則（昭和４１年愛媛県規則第２２号）

の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「総務部」を「総務部管理局」に改める

。

第６条第２項中「総務部長」を「総務部管理局長」に改

める。

（愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例施

行規則の一部改正）

第９条 愛媛県自動販売機の適正な設置及び管理に関する条

例施行規則（昭和５２年愛媛県規則第５２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第９条第１項第１号中「保健福祉部」を「県民環境部、

保健福祉部」に改める。

（愛媛県貸金業の規制等に関する法律施行細則の一部改正

）

第１０条 愛媛県貸金業の規制等に関する法律施行細則（昭和

５８年愛媛県規則第５２号）の一部を次のように改正する。

第３条中「中小企業課内」を「産業支援局経営支援課内

」に改める。

（愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則の一部改正）

第１１条 愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則（昭和６０年愛

媛県規則第４９号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項及び別表場所の欄中「土木部」を「土木部

管理局」に改める。

（愛媛県執務時間規則の一部改正）

第１２条 愛媛県執務時間規則（平成元年愛媛県規則第１８号）

の一部を次のように改正する。

別表中「愛媛県健康増進センター」を
「愛媛県健康増進

愛媛県紙産業研

セ ン タ ー
に改める。

究センター」

（愛媛県公文書公開審査会規則の一部改正）

第１３条 愛媛県公文書公開審査会規則（平成１０年愛媛県規則

第５７号）の一部を次のように改正する。

第５条中「企画情報部県政広報課」を「県民環境部県民

協働局県民活動推進課」に改める。

（特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部改正）

第１４条 特定非営利活動促進法施行条例施行規則（平成１０年

愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。
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第３条中「県民交流課」を「県民協働局県民活動推進課

」に改める。

（愛媛県外部監査人の資格を証する書面閲覧規則の一部改

正）

第１５条 愛媛県外部監査人の資格を証する書面閲覧規則（平

成１１年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

第４条第２号中「人事課」を「管理局人事課」に改める

。

（愛媛県個人情報保護審議会規則の一部改正）

第１６条 愛媛県個人情報保護審議会規則（平成１３年愛媛県規

則第５８号）の一部を次のように改正する。

第５条中「企画情報部県政広報課」を「県民環境部県民

協働局県民活動推進課」に改める。

（愛媛県男女共同参画推進条例施行規則の一部改正）

第１７条 愛媛県男女共同参画推進条例施行規則（平成１４年愛

媛県規則第１４号）の一部を次のように改正する。

第１０条及び第１６条中「男女共同参画局参画推進課」を「

県民協働局男女参画課」に改める。

（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

の一部改正）

第１８条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行

細則（平成１４年愛媛県規則第４６号）の一部を次のように改

正する。

第４条第２項及び別表１の項中「愛媛県土木部」を「愛

媛県土木部管理局」に改める。

（愛媛県女性職業センター使用規則の廃止）

第１９条 愛媛県女性職業センター使用規則（昭和５２年愛媛県

規則第１９号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

�
愛 媛 県

告示第８２８号
愛媛県公営企業管理局

愛媛県特定調達苦情検討委員会設置要綱（平成８年４月
愛

愛

媛 県
告示第１号）の一部を次のように改正し

媛県公営企業管理局

、告示の日から施行する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県公営企業管理者

和 氣 政 次

第８条中「総務部」を「総務部管理局」に改める。

�������
�愛媛県告示第８２９号
愛媛県知事の資産等報告書等の閲覧に関する要綱（平成７

年１２月愛媛県告示第１６０３号）の一部を次のように改正し、告

示の日から施行する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条中「愛媛県企画情報部県政広報課」を「愛媛県県民

環境部県民協働局県民活動推進課」に改める。

�������
�愛媛県告示第８３０号
愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定による口頭に

よる開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛

媛県告示第７０１号）の一部を次のように改正する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表を次のように改める。

口頭による開示請求をすることがで

きる個人情報の内容

口頭による開示請

求をすることがで

きる期間

口頭による開示

請求をすること

ができる場所試験等の名称 開 示 す る 内 容

愛媛県職員（

選考職）採用

試験

総合得点及び総合順

位

合格発表の日から

１月間

総務部管理局人

事課

愛媛県臨時職

員採用試験

総合得点及び総合順

位

合格発表の日から

１月間

総務部管理局人

事課（地方局が

実施した採用試

験にあっては、

当該地方局の総

務調整課）

甲種火薬類取

扱保安責任者

試験、乙種火

薬類取扱保安

責任者試験及

び丙種火薬類

製造保安責任

者試験

課目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

県民環境部管理

局消防防災安全

課

狩猟免許試験 知識試験及び技能試

験の得点並びに適性

試験の結果

合格発表の日から

１月間

地方局産業経済

部林業課、伊予

三島林業課、丹

原林業課、久万

林業課、大洲林

業課、宇和林業

課又は御荘林業

課のうち、開示

請求をする者が

受験した試験場

の所在地を管轄

する課

歯科技工士試

験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

保健福祉部管理

局保健福祉課医

療対策室

愛媛県立歯科

技術専門学校

入学試験

一般入学試験にあっ

ては科目別得点及び

総合得点、推薦入学

試験にあっては小論

文の得点及び総合得

点

合格発表の日から

１月間

愛媛県立歯科技

術専門学校

准看護師試験 科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

保健福祉部管理

局保健福祉課医

療対策室

愛媛県立伊予

三島看護専門

学校入学試験

一般入学試験にあっ

ては科目別得点及び

総合得点、推薦入学

試験にあっては小論

文の得点及び総合得

点

合格発表の日から

１月間

愛媛県立伊予三

島看護専門学校

薬種商販売業

認定試験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

保健福祉部健康

衛生局薬務衛生

課

毒物劇物取扱

者試験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

保健福祉部健康

衛生局薬務衛生
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�������
�愛媛県告示第８３１号
愛媛県青少年保護審議会規程（昭和４２年１２月愛媛県告示第

１０５０号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する

。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第７条中「保健福祉部児童福祉課」を「県民環境部県民協

働局県民活動推進課」に改める。

�愛媛県告示第８３２号
愛媛県消費者保護審議会規程（昭和５０年７月愛媛県告示第

７２１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する

。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第７条中「男女共同参画局生活課」を「県民協働局生活課

」に改める。

�������
�愛媛県告示第８３３号
愛媛県消費者苦情処理審査会規程（昭和５０年７月愛媛県告

示第７２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行

する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第７条中「男女共同参画局生活課」を「県民協働局生活課

」に改める。

�������
�愛媛県告示第８３４号
愛媛県人権施策推進協議会規程（平成１３年３月愛媛県告示

第６０５号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第５条中「保健福祉部」を「県民環境部県民協働局」に改

める。

�������
�愛媛県告示第８３５号
愛媛県売春防止対策本部設置規程（昭和３３年１月愛媛県告

示第８０号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第８条中「保健福祉課」を「生きがい推進局子育て支援課

」に改める。

�������
�愛媛県告示第８３６号
クリーニング師等の試験施行規程（昭和２５年１０月愛媛県告

示第５０８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行

する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条第１項中「保健福祉部長」を「保健福祉部健康衛生

局長」に改める。

�������
�愛媛県告示第８３７号
愛媛県大規模小売店舗立地審議会規程（平成１２年５月愛媛

県告示第９１８号）の一部を次のように改正し、告示の日から

施行する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

課

クリーニング

師試験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

保健福祉部健康

衛生局薬務衛生

課

製菓衛生師試

験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

保健福祉部健康

衛生局薬務衛生

課

調理師試験 科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

保健福祉部健康

衛生局薬務衛生

課

ふぐ取扱者試

験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

保健福祉部健康

衛生局薬務衛生

課

保育士試験 科目別得点 合格発表の日から

１年間

保健福祉部生き

がい推進局子育

て支援課

愛媛県立保育

専門学校入学

試験

科目別得点、面接試

験得点及び総合得点

並びに順位

合格発表の日から

１月間

愛媛県立保育専

門学校

愛媛県立医療

技術短期大学

一般入学試験

科目別得点及び総合

得点並びに順位

合格発表の日から

１月間

愛媛県立医療技

術短期大学

愛媛県立高等

技術専門校入

校選考

筆記試験の科目別得

点及び総合得点

合格発表の日から

１月間

愛媛県立高等技

術専門校

職業訓練指導

員試験

科目別得点 合格発表の日から

１月間

経済労働部管理

局労政雇用課

技能検定 科目別得点 合格発表の日から

１月間

経済労働部管理

局労政雇用課

愛媛県立農業

大学校入学試

験

科目別得点及び総合

得点並びに面接試験

の総合得点

合格発表の日から

１月間

愛媛県立農業大

学校

海外派遣農業

研修生選考

学力試験の得点 選考発表の日から

１月間

農林水産部農業

振興局農業経営

課

改良普及員資

格試験

筆記試験の項目別得

点及び口述試験の評

価

合格発表の日から

１月間

農林水産部農業

振興局農業経営

課

農薬管理指導

士認定試験

得点 合格発表の日から

１月間

農林水産部農業

振興局農業経営

課

農業機械利用

技能者技能検

定試験

学科試験の得点及び

実技試験の合否

合格発表の日から

１月間

農林水産部農業

振興局農業経営

課

家畜人工授精

師養成講習会

修業試験

科目別得点 合格発表の日から

１月間

農林水産部農業

振興局畜産課

林業改良指導

員資格試験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

農林水産部森林

局林業政策課

砂利採取業務

主任者試験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

土木部管理局土

木管理課

採石業務管理

者試験

科目別得点及び総合

得点

合格発表の日から

１月間

土木部管理局土

木管理課
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第６条中「商工流通課」を「産業支援局経営支援課」に改

める。

�������
�愛媛県告示第８３８号
基準点測量成果の写の保管閲覧等に関する規程（昭和３１年

７月愛媛県告示第４２２号）の一部を次のように改正し、告示

の日から施行する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第３条第１項中「農政課」を「管理局農政課」に改める。

�������
�愛媛県告示第８３９号
改良普及員の駐在所の位置、名称及び担当区域の決定（昭

和４８年４月愛媛県告示第３７６号）の一部を次のように改正す

る。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表担当区域の欄中「岩城村」の下に「、魚島村、弓削町及

宇和島中央地域農業改良普及セ

八幡浜中央地域農業改良普及セ

八幡浜中央地域農業改良普及セ

久万地域農業改良普及センター

久万地域農業改良普及センター

東宇和地域農業改良普及センタ

東宇和地域農業改良普及センタ

「

び生名村」を加え、同表中

を削る。

ンター改良普及員日吉駐在所

ンター改良普及員瀬戸駐在所

ンター改良普及員三崎駐在所

改良普及員面河駐在所

改良普及員小田駐在所

ー改良普及員明浜駐在所

ー改良普及員城川駐在所

日吉村

瀬戸町

三崎町

面河村

小田町

明浜町

城川町

日吉村

瀬戸町

三崎町

面河村

小田町

明浜町

城川町」

�������
�愛媛県告示第８４０号
愛媛県総合園芸振興審議会規程（昭和３２年５月愛媛県告示

第４２８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第９条中「農産園芸課」を「農業振興局農産園芸課」に改

める。

�������
�愛媛県告示第８４１号
愛媛県林業改良指導員資格試験審査委員会規程（昭和３３年

８月愛媛県告示第７１８号）の一部を次のように改正し、告示

の日から施行する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第１条中「第５条第２項」を「第６条第２項」に改める。

第２条中「職員課長、林業振興課長」を「人事課長、林業

政策課長」に改める。

第５条中「森林林業課」を「森林局林業政策課」に改める

。

�������
�愛媛県告示第８４２号
測量業者登録簿閲覧所の名称及び場所（昭和３７年１月愛媛

県告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表場所の欄中「愛媛県土木部土木管理課」を「愛媛県土木

部管理局土木管理課」に改める。

�������
�愛媛県告示第８４３号
愛媛県建設業者提出書類閲覧所の設置（昭和４７年３月愛媛

県告示第２９１号）の一部を次のように改正する。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表位置の欄中「愛媛県土木部土木管理課」を「愛媛県土木

部管理局土木管理課」に改める。

訓 令

�愛媛県訓令第９号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める

。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次

のように改正する。

第１１条の見出し中「及び次長」を削り、同条第２項を削る

。

第１１条の２を次のように改める。

（局長）

第１１条の２ 管理局長は、部長を補佐し、部内の調整を行う

とともに、上司の命を受け、管理局の事務を掌理し、部下

職員を指揮監督する。

２ 新行政推進局長、秘書広報局長、県民協働局長、環境局

長、健康衛生局長、生きがい推進局長、産業支援局長、観

光推進局長、農業振興局長、森林局長、水産局長、河川港

湾局長及び道路都市局長は、上司の命を受け、それぞれ新

行政推進局、秘書広報局、県民協働局、環境局、健康衛生

局、生きがい推進局、産業支援局、観光推進局、農業振興

局、森林局、水産局、河川港湾局及び道路都市局の事務を

掌理し、部下職員を指揮監督する。

第１１条の５を第１１条の６とし、第１１条の４を第１１条の５と

し、第１１条の３を第１１条の４とし、第１１条の２の次に次の１

条を加える。

（技術監）

第１１条の３ 技術監は、技術に関して局長を補佐する。

第１２条第２項を次のように改める。

２ 原子力安全対策推進監は、上司の命を受け、伊方原子力
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発電所及びその周辺の安全対策の推進に関する事務を調整

し、整理するとともに、環境政策課に係る当該事務を掌理

し、同課の当該事務を担当する職員を指揮監督する。

第２０条第２項中「次長（男女共同参画局長、環境局長、水

産局長、河川港湾局長及び道路都市局長を含む。）」を「局

長、技術監」に改め、「ＮＰＯ・ボランティア推進監」を「

原子力安全対策推進監」に改める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県訓令第１０号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一

部を次のように改正する。

第２条第２項第９号を次のように改める。

� 青少年の健全育成に関すること（他の主管に属するも

のを除く。）。

第２条第２項第１２号及び第１３号を次のように改める。

� 地方改善対策事業に関すること。

� 人権啓発に関すること。

第２条第４項第１１号中「青少年」を「児童」に改め、同項

第１２号中「婦人」を「女性」に改め、同項第１６号を次のよう

に改め、同項第１６号の２を削る。

� 削除

第４条第１項中第１６号を第１７号とし、第６号から第１５号ま

でを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。

� 中小企業振興資金に関すること。

第１０条を次のように改める。

第１０条 削除

第１１条中「、ダム管理事務所及び中山川ダム建設事務所」

を「及びダム管理事務所」に改める。

第１２条第５項中「、ダム管理事務所長及び中山川ダム建設

事務所長」を「及びダム管理事務所長」に改め、同条第２２項

中「第１０条第３項」を「第１３条第３項」に改める。

第１３条第２項第１２号を次のように改める。

� 削除

第１３条第２項第１２号の２を削り、同項第７１号の５中「愛媛

県無認可保育施設指導監督要綱（昭和５６年９月７日制定）」

を「愛媛県認可外保育施設指導監督要綱（平成１４年９月２６日

制定）」に、「指導又は勧告」を「指導監督」に改め、同項

第７７号中「第１８条第４項第３号」を「第１７条の３第１項の規

定によるあつせん、調整若しくは要請又は同法第１８条第３項

」に改め、同項第８１号の次に次の１号を加える。

�の２ 知的障害者福祉法第１１条第１項第１号の規定に基

づく連絡調整等（同法第１５条の４第１項の規定によるあ

つせん、調整若しくは要請又は同法第１６条第１項第２号

の措置に係るものを除く。）に関すること。

第１３条第４項中第１号の１６を第１号の１７とし、第１号の２

から第１号の１５までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の

１号を加える。

�の２ 中小企業振興資金の融資対象者の認定に関するこ

と。

第１３条第４項第６号中「第２条第１項」を「第３条第１項

」に改め、同項第８号中「及び第１０条」を削り、同項第９号

中「第１１条」を「第１０条」に改め、同項第１５号の次に次の１

号を加える。

�の２ 養ほう振興法第４条第１項の規定に基づく県外か

らのみつばちの転飼の許可に関すること。

第１３条第４項第１９号中「伐採」を「伐採等」に改め、「こ

と」の下に「（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関

するものを除く。）」を加え、同項第２０号から第２２号の２ま

での規定中「こと」の下に「（２以上の地方局の所管区域に

わたるものに関するものを除く。）」を加え、同項第４８号を

次のように改める。

	 県営土地改良事業に係る分担金及び負担金の徴収に関

すること。

第１３条第４項第４９号ア中「６月」を「１年」に改め、同号

ウ中「５，０００円」を「１万円」に改め、同項第６１号の３から

第６１号の５までを削り、同項第６１号の６中「第１９条第１項」

を「第２４条第１項」に改め、同号を同項第６１号の３とし、同

項第６１号の７を同項第６１号の４とし、同号の次に次の１号を

加える。


の５ 青年漁業者資金に係る青年漁業者の認定に関する

こと。

第１３条第４項に次の２号を加える。

� 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第１７条第４

項の規定に基づく海獲努力量等の報告に係る処理に関す

ること。

� 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第１８条第１

項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査に関すること

。

第１３条第５項第３号エの次に次のように加える。

オ 都市計画法第３２条の規定に基づく同意をすること。

第１３条第５項第３３号中「愛媛県砂防指定地管理規則」を「

愛媛県砂防指定地管理条例」に、「及び第５条第２項」を「

、第６条、第７条第２項及び第８条第１項」に改め、同号た

だし書中「の承認又はこれ」を削り、同号の次に次の２号を

加える。

の２ 次に掲げるものについて愛媛県砂防指定地管理条

例第５条第１項、第６条、第７条第２項及び第８条第１

項の規定に基づく権限を行うこと。

ア 占用期間が１年以下のもの

イ 占用面積が１，０００平方メートル以下のもの

ウ 現に占用を許可しているものの継続に係るもの

の３ 愛媛県砂防指定地管理条例第９条、第１０条、第１２

条第２項及び第１３条の規定に基づく届出の受理及び処理

に関すること。

第１３条第５項第４０号中「第３６条第１項第３号ハ」を「第３６

条第１項第３号ホ」に改め、同項第６０号の３中「高齢者、身

体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関

愛 媛 県 報平成１５年４月１日 第１４４４号外２

１６



する法律」の下に「（以下「建築促進法」という。）」を加

え、「指導及び助言」を「措置命令」に改め、同項第６０号の

４中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築の促進に関する法律」を「建築促進法」に、「指示」

を「要請」に改め、同項第６０号の５中「高齢者、身体障害者

等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律

」を「建築促進法」に改め、同項中第６０号の２５を第６０号の３３

とし、第６０号の１７から第６０号の２４までを８号ずつ繰り下げ、

第６０号の１６を第６０号の１７とし、同号の次に次の７号を加える

。

�の１８ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐

震改修促進法」という。）第４条第１項の規定に基づく

指導及び助言に関すること。

�の１９ 耐震改修促進法第４条第２項の規定に基づく指示

に関すること。

�の２０ 耐震改修促進法第４条第３項の規定に基づく報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２１ 耐震改修促進法第５条第１項の規定に基づく計画

の認定の申請の受理に関すること。

�の２２ 耐震改修促進法第６条第１項の規定に基づく計画

変更の認定の申請の受理に関すること。

�の２３ 耐震改修促進法第７条の規定に基づく報告の徴収

に関すること。

�の２４ エネルギーの使用の合理化に関する法律第１５条の

２第１項の規定に基づく届出の受付に関すること。

第１３条第５項中第６０号の１５を第６０号の１６とし、第６０号の９

から第６０号の１４までを１号ずつ繰り下げ、同項第６０号の８中

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建

築の促進に関する法律第７条」を「建築促進法第１０条」に改

め、同号を同項第６０号の９とし、同項第６０号の７中「高齢者

、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進

に関する法律第６条第１項」を「建築促進法第７条第１項」

に改め、同号を同項第６０号の８とし、同項第６０号の６中「高

齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の

促進に関する法律第５条第１項」を「建築促進法第６条第１

項」に改め、同号を同項第６０号の７とし、同項第６０号の５の

次に次の１号を加える。

�の６ 建築促進法第５条第３項の規定に基づく指導及び

助言に関すること。

第１３条第５項第７３号の２中「第３１条の２第２項第１０号ハ、

第６２条の３第４項第１０号ハ」を「第３１条の２第２項第１１号ハ

、第６２条の３第４項第１１号ハ」に改め、同項第７４号中「第３１

条の２第２項第１１号ニ、第６２条の３第４項第１１号ニ」を「第

３１条の２第２項第１２号ニ、第６２条の３第４項第１２号ニ」に改

める。

第１４条第１項第４号の３中「、私事旅行」を削り、同項第

５号を次のように改める。

� 削除

第１４条第１項第６号の３中「、ダム管理事務所及び中山川

ダム建設事務所」を「及びダム管理事務所」に改め、同条第

２項第８号及び第９号を次のように改める。

�及び� 削除

第１４条第２項第１０号中「貯蓄奨励」を「金融に係る消費者

知識の普及」に改め、同項第１１号の次に次の３号を加える。

�の２ 自然公園内における行為の許可、届出等に関する

こと。

�の３ 自然環境保全地域内における行為の許可、届出等

に関すること。

�の４ 自然海浜保全地区内における行為の届出等に関す

ること。

第１４条第３項第６号を次のように改める。

� 削除

第１４条第５項第３号中「第２条第１項第１号」の下に「及

び第４号」を加え、同項第５号を次のように改める。

� 農業改良資金助成法第７条第１項の規定に基づく貸付

資格の認定に関すること。

第１４条第５項第２７号の次に次の２号を加える。

�の２ 土地改良法第９１条第６項において準用する同法第

９０条第１０項の規定に基づく県営土地改良事業に係る市町

村が負担すべき金額に係る意見の聴取に関すること。

�の３ 県営土地改良事業に係る分担金及び負担金の徴収

額の決定に関すること。

第１４条第５項に次の６号を加える。

� 遊漁船業の適正化に関する法律第３条第１項及び第２

項並びに第５条の規定に基づく遊漁船業者の登録に関す

ること。

	 遊漁船業の適正化に関する法律第６条の規定に基づく

遊漁船業者の登録の拒否に関すること。


 遊漁船業の適正化に関する法律第７条第１項及び第２

項の規定に基づく遊漁船業者の変更の届出の受理及び届

出事項の登録に関すること。

� 遊漁船業の適正化に関する法律第８条の規定に基づく

遊漁船業者登録簿の閲覧に関すること。

� 遊漁船業の適正化に関する法律第９条第１項及び第１０

条の規定に基づく遊漁船業者の廃業等の届出の受理及び

登録の抹消に関すること。

 遊漁船業の適正化に関する法律第１１条第１項の規定に

基づく遊漁船業者の業務規程の届出及び変更の届出の受

理に関すること。

第１４条第８項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同項

を同条第９項とし、同条中第７項を第８項とし、第６項を第

７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 地方局長は、前項第２７号の２及び第２７号の３に規定する

事項を専決処理したときは、その都度知事に報告しなけれ

ばならない。

第１６条第１項第２号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行

を除く。）」を削り、同項第１３号の２中「高齢者、身体障害

者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法

律」を「建築促進法」に、「指導及び助言」を「措置命令」

に改め、同項第１３号の３中「高齢者、身体障害者等が円滑に

利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」を「建築

促進法」に、「指示」を「要請」に改め、同項第１３号の４中

「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建

築の促進に関する法律」を「建築促進法」に改め、同項中第

１３号の１５を第１３号の１６とし、第１３号の８から第１３号の１４まで

を１号ずつ繰り下げ、同項第１３号の７中「高齢者、身体障害
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者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法

律第７条」を「建築促進法第１０条」に改め、同号を同項第１３

号の８とし、同項第１３号の６中「高齢者、身体障害者等が円

滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第６条

第１項」を「建築促進法第７条第１項」に改め、同号を同項

第１３号の７とし、同項第１３号の５中「高齢者、身体障害者等

が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第

５条第１項」を「建築促進法第６条第１項」に改め、同号を

同項第１３号の６とし、同項第１３号の４の次に次の１号を加え

る。

�の５ 建築促進法第５条第３項の規定に基づく指導及び

助言に関すること。

第１６条第１項第１３号の１６の次に次の７号を加える。

�の１７ 耐震改修促進法第４条第１項の規定に基づく指導

及び助言に関すること。

�の１８ 耐震改修促進法第４条第２項の規定に基づく指示

に関すること。

�の１９ 耐震改修促進法第４条第３項の規定に基づく報告

の徴収及び立入検査に関すること。

�の２０ 耐震改修促進法第５条第１項の規定に基づく計画

の認定の申請の受理に関すること。

�の２１ 耐震改修促進法第６条第１項の規定に基づく計画

変更の認定の申請の受理に関すること。

�の２２ 耐震改修促進法第７条の規定に基づく報告の徴収

に関すること。

�の２３ エネルギーの使用の合理化に関する法律第１５条の

２第１項の規定に基づく届出の受付に関すること。

第１６条第１項第１４号中「第３１条の２第２項第１０号ハ、第６２

条の３第４項第１０号ハ」を「第３１条の２第２項第１１号ハ、第

６２条の３第４項第１１号ハ」に改め、同項第２２号中「第３６条第

１項第３号ハ」を「第３６条第１項第３号ホ」に改め、同条第

３項第２号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除く。）

」を削り、同条第４項及び第５項を削る。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県訓令第１１号
各 地 方 機 関

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地方局事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

第１条並びに第２条第１号及び第３号中「、中山川ダム建設事務所長」を削る。

第５条第１項の表局長の権限に属する事務の部局長の項代決者の欄中

中山川ダム建設事務所長
（中山川ダム建設事務所
に係る事務に限る。）

「

」

を削り、同部部長の項同欄中

中山川ダム建設事務所長
（中山川ダム建設事務所
に係る事務に限る。）

「

」

を削り、同表中山川ダム建設事務所長の権限に属する事務の部を削る。

別表第１ ４の部１の項�事項の欄中「、私事旅行」を削り、同項�イ同欄中「、ダム管理事務所長及び中山川ダム建設事
務所長」を「及びダム管理事務所長」に改め、「及び県外私事旅行」を削り、同項�ウ�同欄中「、休暇及び私事旅行」を「
及び休暇」に改め、同部３の項�同欄中「及び県外私事旅行」を削り、同表９の部４の項同欄中「第１７条第３項、第１８条第３
項及び第１８条の２第３項」を「第１３条第３項、第１４条第３項及び第２４条第３項」に、「第１７条第６項」を「第１３条第６項」に

、「第１８条第６項」を「第１４条第６項」に、「第１８条の２第６項」を「第２４条第６項」に、「第２０条第１項」を「第２６条第１

項」に改める。

別表第２県民生活課の表３の部中２の項を削り、３の項を２の項とし、４の項を３の項とし、５の項を４の項とし、同表中

２６の部を２９の部とし、１８の部から２５の部までを３ずつ繰り下げ、同表１７の部１の項中「自然海浜の保全」を「自然海浜保全地

区内における行為の届出等」に改め、同項を同部２の項とし、同部中同項の前に次のように加え、同部を同表２０の部とする。

１ 自然環境保全地域内における行為の許可

、届出等に関すること。

○

別表第２県民生活課の表１６の部事務の種類の欄中「自然公園」を「愛媛県県立自然公園条例の施行」に改め、同部１の項事

項の欄中「自然公園」を「県立自然公園」に改め、同部２の項同欄中「自然公園」を「県立自然公園」に、「及び届出」を「

、届出等」に改め、同部を同表１９の部とし、同表中１５の部を１７の部とし、同部の次に次のように加える。

��������������
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１８ 自然公園法

の施行に関す

る事務

１ 自然公園の簡易施設の維持 ○

２ 自然公園内における行為の許可、届出等

に関すること。

○

別表第２県民生活課の表中１４の部を１６の部とし、１０の部から１３の部までを２ずつ繰り下げ、同表９の部２の項事項の欄中「

たばこ及び酒類並びに食品に係る」を削り、同項決裁区分の欄中 ○「 」を ○「 」に改め、同項を同部３の項とし、同部１

の項事項の欄中「たばこ及び酒類並びに食品に係る是正のため必要な指示又は」を「指示及び」に改め、同項決裁区分の欄中
○「 」を ○「 」に改め、同項を同部２の項とし、同部中同項の前に次のように加える。

１ 自動販売機設置届出の受理（第６条第１

項）

○

別表第２県民生活課の表９の部中３の項の次に次のように加え、同部を同表１１の部とする。

４ 立入調査員の証の交付（第１６条第２項） ○

別表第２県民生活課の表８の部の次に次のように加える。

９ 青少年の健

全育成に関す

る事務

１ 青少年の健全育成に関すること。 ○

１０ 愛媛県青少

年保護条例の

施行に関する

事務

１ 立入調査員の指定（第１７条第１項） ○

別表第２地域福祉課の表５の部１の項事項の欄を次のように改める。

１ 市町村相互間の連絡及び調整、市町村に

対する情報の提供その他必要な援助（第１１

条第１項第１号）

別表第２地域福祉課の表５の部中２の項から４の項までを削り、５の項を２の項とし、同表６の部１の項�を削り、同部２
の項中�を削り、�を�とし、�を�とし、�の次に次のように加える。

� 施設の設備の改善等の勧告（第５９条第

３項、第７項）

○

� 認可外保育施設の設置等の届出の処理

（第５９条の２）

○

� 施設の運営状況の報告の受理（第５９条

の２の５第１項）

○

� 報告事項の市町村長への通知（第５９条

の２の５第２項）

○

別表第２地域福祉課の表６の部２の項中�の次に次のように加える。

� 認可外保育施設の改善の指導（愛媛県

認可外保育施設指導監督要綱（平成１４年

９月２６日制定）第３）

○

別表第２地域福祉課の表７の部１の項事項の欄中「第８条」を「第９条」に改め、同表１８の部事務の種類の欄及び同部１の

項事項の欄中「青少年」を「児童」に改め、同表１９の部を削り、同表２０の部事務の種類の欄及び同部１の項事項の欄中「婦人

」を「女性」に改め、同部を同表１９の部とし、同表中２１の部から２４の部までを１ずつ繰り上げ、２５の部を削り、２６の部を２４の

部とする。

別表第２健康増進課の表中７の部を削り、８の部を７の部とし、９の部を８の部とする。

別表第２御荘福祉課の表５の部１の項事項の欄を次のように改める。
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１ 市町村相互間の連絡及び調整、市町村に

対する情報の提供その他必要な援助（第１１

条第１項第１号）

別表第２御荘福祉課の表５の部中２の項から４の項までを削り、５の項を２の項とし、同表６の部１の項�を削り、同部２
の項中�を削り、�を�とし、�を�とし、�の次に次のように加える。

� 施設の設備の改善等の勧告（第５９条第

３項、第７項）

○

� 認可外保育施設の設置等の届出の処理

（第５９条の２）

○

� 施設の運営状況の報告の受理（第５９条

の２の５第１項）

○

� 報告事項の市町村長への通知（第５９条

の２の５第２項）

○

別表第２御荘福祉課の表６の部２の項に次のように加える。

� 認可外保育施設の改善の指導（愛媛県

認可外保育施設指導監督要綱（平成１４年

９月２６日制定）第３）

○

別表第２御荘福祉課の表７の部１の項事項の欄中「第８条」を「第９条」に改め、同表１７の部事務の種類の欄及び同部１の

項事項の欄中「青少年」を「児童」に改め、同表１８の部事務の種類の欄及び同部１の項事項の欄中「婦人」を「女性」に改め

、同表中２３の部を削り、２４の部を２３の部とし、２５の部を２４の部とする。

別表第２商工労政課の表中１４の部を１５の部とし、６の部から１３の部までを１ずつ繰り下げ、同表５の部１の項事項の欄中「

日本労働協会」を「日本労働研究機構」に改め、同部中２の項を削り、３の項を２の項とし、同部４の項同欄中「中小企業労

働問題講習会」を「中小企業労働セミナー」に改め、同項を同部３の項とし、同部を同表６の部とし、同表４の部の次に次の

ように加える。

５ 中小企業振

興資金に関す

る事務

１ 中小企業振興資金の融資対象者の認定 ○

別表第２農政課の表５の部１の項事項の欄中「第２条第１項第１号」の下に「及び第４号」を加え、同部３の項同欄を次の

ように改める。

３ 貸付資格の認定（農業改良資金助成法第

７条第１項）

別表第２農政課の表５の部４の項決裁区分の欄中 ○「 」を ○「 」に改め、同表１３の部中１の項の次に次のように加える

。

２ 県外からのみつばちの転飼の許可（第４

条）

○

別表第２土地改良課の表２の部１の項	事項の欄、同項
同欄、同部３の項	同欄及び同項
同欄中「２，０００万円」を「３
，０００万円」に改め、同部中１２の項の次に次のように加える。

１３ 市町村が負担すべき金額に係る意見の聴

取（土地改良法第９０条第１０項、第９１条第６

項）

○

１４ 県営土地改良事業に係る分担金及び負担

金の徴収額の決定

○

別表第２土地改良課の表５の部１の項�事項の欄中「６箇月」を「１年」に改め、同項
同欄中「５，０００円」を「１万円」
に改める。
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別表第２林業課の表中２の部及び３の部を削り、４の部を２の部とし、同表５の部３の項事項の欄中「伐採」を「伐採等」

に改め、「受理」の下に「（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）」を加え、同項決裁区分の欄中
○「 」を ○「 」に改め、同部４の項事項の欄中「変更の認定」の下に「（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関す

るものを除く。）」を加え、同部５の項同欄中「通知」の下に「（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関するものを除

く。）」を加え、同部６の項同欄中「取消し」の下に「（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）」

を加え、同部７の項同欄中「受理」の下に「（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関するものを除く。）」を加え、同

項決裁区分の欄中 ○「 」を ○「 」に改め、同部を同表３の部とし、同表６の部を同表４の部とし、同表７の部１の項�事
項の欄、同項�同欄、同部２の項�同欄及び同項�同欄中「２，０００万円」を「３，０００万円」に改め、同部を同表５の部とし、
同表８の部を同表６の部とし、同表９の部１の項�同欄中「５００万円」を「１，０００万円」に改め、同項�同欄中「３００万円以
上５００万円」を「５００万円以上１，０００万円」に改め、同項�同欄中「３００万円」を「５００万円」に改め、同部を同表７の部と
し、同表中１０の部から１２の部までを２ずつ繰り上げる。

別表第２水産課の表４の部１の項を次のように改め、同部２の項から４の項までを削る。

１ 遊漁船業者に関すること。

� 登録の実施又は拒否（第３条第１項、

第２項、第５条、第６条）

○

� 変更の届出の受理及び届出事項の登録

（第７条第１項、第２項）

○

� 登録簿の閲覧（第８条） ○

� 廃業等の届出の受理及び登録の抹消（

第９条第１項、第１０条）

○

� 業務規程の届出及び変更の届出の受理

（第１１条第１項）

○

� 報告の徴収及び立入検査（第２４条第１

項）

○

別表第２水産課の表７の部３の項事項の欄を次のように改める。

３ 青年漁業者資金に係る青年漁業者の認定

別表第２水産課の表８の部３の項事項の欄中「及び変更登録」及び「、第１７条」を削り、同部中８の項を９の項とし、４の

項から７の項までを１ずつ繰り下げ、３の項の次に次のように加える。

４ 漁船の変更登録（法第１７条） ○

別表第２水産課の表中１５の部の次に次のように加える。

１６ 海洋生物の

保存及び管理

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 漁獲努力量等の報告に係る処理（第１７条

第４項）

○

２ 報告の徴収及び立入検査（第１８条第１項

）

○

別表第２管理課の表５の部中４の項の次に次のように加える。

５ 同意（都市計画法第３２条） ○

別表第２管理課の表１８の部を次のように改める。

１８ 愛媛県砂防

指定地管理条

例の施行に関

する事務

１ 砂防指定地内制限行為の許可及び変更の

許可並びに協議（国土交通大臣との協議を

要するものを除く。）（第４条第１項、第

６条、第７条第２項、第８条第１項）

○

２ 砂防設備の占用の許可及び変更の許可並

びに協議（第５条第１項、第６条、第７条

第２項、第８条第１項）
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� 占用期間が１年以下のもの ○

� 占用面積が１，０００平方メートル以下の

もの

○

� 現に占用を許可しているものの継続に

係るもの

○

３ 届出の受理及び処理（第９条、第１０条、

第１２条第２項、第１３条）

○

別表第２建築指導課の表６の部１の項事項の欄中「特定建築物」を「特別特定建築物」に改め、同項�同欄中「指導及び助
言」を「措置命令」に改め、同項�同欄中「指示」を「要請」に改め、同部３の項同欄中「第７条」を「第１０条」に改め、同
項を同部４の項とし、同部２の項同欄中「第５条第１項、第６条第１項」を「第６条第１項、第７条第１項」に改め、同項を

同部３の項とし、同部１の項の次に次のように加える。

２ 特定建築物に関する指導及び助言（第５

条第３項）

○

別表第２建築指導課の表１２の部を同表１４の部とし、同表１１の部１の項事項の欄中「第３１条の２第２項第１０号ハ、第６２条の３

第４項第１０号ハ」を「第３１条の２第２項第１１号ハ、第６２条の３第４項第１１号ハ」に改め、同部２の項同欄中「第３１条の２第２

項第１１号ニ、第６２条の３第４項第１１号ニ」を「第３１条の２第２項第１２号ニ、第６２条の３第４項第１２号ニ」に改め、同部を同表

１３の部とし、同表中１０の部を１２の部とし、９の部を１１の部とし、８の部を１０の部とし、７の部の次に次のように加える。

８ 建築物の耐

震改修の促進

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 特定建築物に関すること。

� 指導及び助言（第４条第１項） ○

� 指示（第４条第２項） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第４条第３

項）

○

２ 建築物の耐震改修の計画の認定申請及び

変更認定申請の受理（第５条第１項、第６

条第１項）

○

３ 認定建築物の耐震改修の状況に係る報告

の徴収（第７条）

○

９ エネルギー

の使用の合理

化に関する法

律の施行に関

する事務

１ 特定建築物に係る届出の受付（第１５条の

２第１項）

○

別表第２備考２中「２４の部」を「２２の部」に改める。

別表第３ ４の部１の項事項の欄中「、私事旅行」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「及び県外私事旅行」を削る。

別表第４用地管理課の表８の部中４の項の次に次のように加える。

５ 同意（都市計画法第３２条） ○

別表第４用地管理課の表２３の部を次のように改める。

２３ 愛媛県砂防

指定地管理条

例の施行に関

する事務

１ 砂防指定地内制限行為の許可及び変更の

許可並びに協議（国土交通大臣との協議を

要するものを除く。）（第４条第１項、第

６条、第７条第２項、第８条第１項）

○

２ 砂防設備の占用の許可及び変更の許可並

びに協議（第５条第１項、第６条、第７条

第２項、第８条第１項）

� 占用期間が１年以下のもの ○
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�愛媛県訓令第１２号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令を次のように

定める。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

組織改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令

（愛媛県保健所処務規程の一部改正）

第１条 愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号

）の一部を次のように改正する。

第６条中「朱書し」を「明記し」に改める。

第７条第６号中「（所長の県外私事旅行を除く。）」を

削る。

第８条第２項第３号中「（支所長の県外私事旅行を除く

。）」を削る。

第９条中「第７条第１項各号」を「第７条各号」に改め

る。

（愛媛県立衛生環境研究所処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所処務規程（昭和２８年愛媛県

訓令第９号）の一部を次のように改正する。

第２条の表環境研究課の部環境監視室の項中水質環境科

の目の次に次のように加える。

環境監視科

� 他の主管に属さない公害（以下「特殊公害」

という。）の防止に係る試験研究及び特殊公害

防止施設等の技術開発に関すること。

� 特殊公害防止技術及び特殊公害の測定技術の

指導に関すること。

� 特殊公害防止に係る監視、調査、測定及び検

� 占用面積が１，０００平方メートル以下の

もの

○

� 現に占用を許可しているものの継続に

係るもの

○

３ 届出の受理及び処理（第９条、第１０条、

第１２条第２項、第１３条）

○

別表第４用地管理課の表３５の部１の項事項の欄中「第３１条の２第２項第１０号ハ、第６２条の３第４項第１０号ハ」を「第３１条の

２第２項第１１号ハ、第６２条の３第４項第１１号ハ」に改め、同表４２の部１の項同欄中「特定建築物」を「特別特定建築物」に改

め、同項�同欄中「指導及び助言」を「措置命令」に改め、同項�同欄中「指示」を「要請」に改め、同部３の項同欄中「第
７条」を「第１０条」に改め、同項を同部４の項とし、同部２の項同欄中「第５条第１項、第６条第１項」を「第６条第１項、

第７条第１項」に改め、同項を同部３の項とし、同部１の項の次に次のように加える。

２ 特定建築物に関する指導及び助言（第５

条第３項）

○

別表第４用地管理課の表中４５の部を４７の部とし、４４の部を４６の部とし、４３の部の次に次のように加える。

４４ 建築物の耐

震改修の促進

に関する法律

の施行に関す

る事務

１ 特定建築物に関すること。

� 指導及び助言（第４条第１項） ○

� 指示（第４条第２項） ○

� 報告の徴収及び立入検査（第４条第３

項）

○

２ 建築物の耐震改修の計画の認定申請及び

変更認定申請の受理（第５条第１項、第６

条第１項）

○

３ 認定建築物の耐震改修の状況に係る報告

の徴収（第７条）

○

４５ エネルギー

の使用の合理

化に関する法

律の施行に関

する事務

１ 特定建築物に係る届出の受付（第１５条の

２第１項）

○

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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査に関すること。

� 環境情報の収集、管理及び提供に関すること

（他の主管に属するものを除く。）。

� 環境保全に係る調査研究の総括に関すること

（他の主管に属するものを除く。）。

第２条の表環境研究課の部環境調査室の項を削り、同表

に次のように加える。

環境調査課

放射能研究室

放射能調査科

� 原子力発電に係る放射能の環境に及ぼす影響

の調査研究に関すること。

� 原子力発電に係る放射能の測定方法の試験研

究に関すること。

第５条第８号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（保健所長に対する事務委任規程の一部改正）

第３条 保健所長に対する事務委任規程（昭和３０年愛媛県訓

令第８号）の一部を次のように改正する。

本則第１１号の次に次のように加える。

１１の２ 医療法第５１条第１項の規定による医療法人の決算

の届出を受理すること。

本則第２３号を次のように改める。

２３ 旅館業法第８条の２の規定による措置命令等に関する

意見を聴取すること。

本則第２４号の次に次の４号を加える。

２４の２ 旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号）

第４条の表第６の項第８号の規定による衛生上必要な指

示を行うこと。

２４の３ 旅館業法施行細則（昭和３２年愛媛県規則第５０号）

第３条第３項の規定による許可証の再交付に関すること

。

２４の４ 旅館業法施行細則第３条第４項の規定による許可

証の返納を受理すること。

２４の５ 旅館業法施行細則第８条の規定による代理人に関

する届出を受理すること。

本則第２５号中「及び第６条」を削り、「、取消し及び停

止の処分を行なう」を「又は許可を与えない場合の通知を

行う」に改め、本則中第２６号の５を第２６号の９とし、第２６

号の４を第２６号の８とし、第２６号の３を第２６号の７とし、

第２６号の２を第２６号の４とし、同号の次に次の２号を加え

る。

２６の５ 興行場法施行細則第７条の規定による変更の届出

及び営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出を受理す

ること。

２６の６ 興行場法施行細則第８条の規定による許可証の返

納及び営業の再開の届出を受理すること。

本則第２６号の次に次の２号を加える。

２６の２ 興行場法第６条の規定による営業の許可の取消し

又は営業の停止を命ずること。

２６の３ 興行場の構造設備の基準等に関する条例（昭和５９

年愛媛県条例第２０号）第２０条の規定による基準の緩和等

を行うこと。

本則第２７号の３の次に次の４号を加える。

２７の４ 公衆浴場設置等の基準等に関する条例（昭和２５年

愛媛県条例第２４号）第３条第３号の規定による配置の基

準の特例に関すること。

２７の５ 公衆浴場設置等の基準等に関する条例第６条の規

定により、特別の措置を命ずること。

２７の６ 公衆浴場設置等の基準等に関する条例第７条の規

定により、構造設備に係る規定の適用をしんしやくする

こと。

２７の７ 公衆浴場法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６７号

）第２条第２項の規定による許可証の再交付に関するこ

と。

本則中第３１号の４を第３１号の５とし、第３１号の３の次に

次の１号を加える。

３１の４ 理容師法施行条例第２条の２第１項又は美容師法

施行条例第２条の２第１項の規定による理容所検査済証

又は美容所検査済証の交付に関すること。

本則第３１号の５の次に次の１号を加える。

３１の６ 理容師法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第４４号）

第２条第２項又は美容師法施行細則（昭和３２年愛媛県規

則第６５号）第２条第２項の規定による理容所検査済証又

は美容所検査済証の再交付に関すること。

本則第９９号の２中「第５条（同省令附則第５条」を「第

７条第１項及び第３項（これらの規定を同省令附則第５条

第１項」に改め、本則第９９号の３中「第３５条第１項（」の

下に「これらの規定を」を、「届出（」の下に「国内に居

住地及び現在地を有しない場合の氏名の変更並びに」を、

「移した場合」の下に「の居住地の変更」を加える。

（愛媛県研修所規程の一部改正）

第４条 愛媛県研修所規程（昭和３０年愛媛県訓令第２５号）の

一部を次のように改正する。

第６条第７号中「、私事旅行」を削る。

第１０条中「基本課程、政策研究課程、能力開発課程、受

託課程及び専門課程」を「階層別研修、特別研修、市町村

職員研修及び専門研修」に改める。

（愛媛整肢療護園処務規程の一部改正）

第５条 愛媛整肢療護園処務規程（昭和３１年愛媛県訓令第１３

号）の一部を次のように改正する。

第４条第５号中「、私事旅行（園長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県婦人相談所処務規程の一部改正）

第６条 愛媛県婦人相談所処務規程（昭和３２年愛媛県訓令第

１２号）の一部を次のように改正する。

第４条第６号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県計量検定所処務規程の一部改正）

第７条 愛媛県計量検定所処務規程（昭和３３年愛媛県訓令第

４号）の一部を次のように改正する。

第３条第２号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県県立高等技術専門校処務規程の一部改正）

第８条 愛媛県県立高等技術専門校処務規程（昭和３３年愛媛

県訓令第２６号）の一部を次のように改正する。
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第４条第６号中「、私事旅行（校長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県公印規程の一部改正）

第９条 愛媛県公印規程（昭和３４年愛媛県訓令第８号）の一

部を次のように改正する。

「男女共同参画局長印

環境局長印

第２条第１項第１号中 水産局長印 を「本庁

河川港湾局長印

道路都市局長印 」

「男女共同参画局印

環境局印

の局長印」に改め、同項第２号中 水産局印 を

河川港湾局印

道路都市局印 」

「本庁の局印」に改める。

第５条第１項の表男女共同参画局長印男女共同参画局印

の項を次のように改める。

本庁の局長印
本庁の局印

各部の長が指定した課の長

第５条第１項の表環境局長印環境局印の項、水産局長印

水産局印の項、河川港湾局長印河川港湾局印の項及び道路

都市局長印道路都市局印の項を削る。

「 男女共同参画局長印

環境局長印

別表１第二寸法の表職印の項中 水産局長印

河川港湾局長印

道路都市局長印

２０

２０

２０ を「 本庁の局長印 ２０ 」に、同表庁印

２０

２０ 」

「 男女共同参画局印 ２８

環境局印 ２８

の項中 水産局印 ２８ を「｜本庁の局印

河川港湾局印 ２８

道路都市局印 ２８ 」

２８ 」に改める。

別表２知事印の部林業政策課の項管守場所の欄中「林業

政策課」を「森林整備課」に改め、同部西条地方局の項、

同部今治地方局の項、同部松山地方局の項及び同部八幡浜

地方局の項中「１ 漁業許可用」を
「１ 漁業許可用

１ 遊漁船業者登録

に改め、同部宇和島地方局の項中「２ 漁業許可用」
用」

を
「２ 漁業許可用

に改め、同項の次に次のよう
２ 遊漁船業者登録用」

に加える。

紙産業研究センター １ 紙産業研究センター施設
使用許可用

別表２知事印の部西条地方局中山川ダム建設事務所の項

及び同表知事職務代理者印の部西条地方局中山川ダム建設

事務所の項を削る。

（愛媛県知的障害者更生相談所処務規程の一部改正）

第１０条 愛媛県知的障害者更生相談所処務規程（昭和３５年愛

媛県訓令第３２号）の一部を次のように改正する。

第２条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第

３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 知的障害者福祉司は、主として、知的障害者福祉法（

昭和３５年法律第３７号）第１３条第３項に規定する業務を行

う。

第４条第６号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

第５条中「地方局長（市の区域にあつては、市福祉事務

所長）」を「市福祉事務所長又は町村長」に改める。

（水産試験場処務規程の一部改正）

第１１条 水産試験場処務規程（昭和３６年愛媛県訓令第９号）

の一部を次のように改正する。

第３条第６号中「、私事旅行（場長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

第４条第３号中「、私事旅行（分場長の県外私事旅行を

除く。）」を削る。

第６条中「第３条第５号」を「第３条第７号」に改める

。

（愛媛県児童相談所処務規程の一部改正）

第１２条 愛媛県児童相談所処務規程（昭和３６年愛媛県訓令第

１５号）の一部を次のように改正する。

第２条中第１２項を第１３項とし、第３項から第１１項までを

１項ずつ繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。

３ 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、そ

の職務を代行する。

第３条第１項の表指導課の項第１号中「第２１条の１０第３

項、」を削る。

第４条第５号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

第５条第１項中「ときは、」の下に「次長（愛媛県東予

児童相談所にあつては、」を加え、「課長又は係長」を「

係長。次項において同じ。）」に改め、同条第２項中「前

項」を「前２項」に改め、「事項」の下に「で重要なもの

」を加え、「所長に報告しなければ」を「後閲を受けなけ

れば」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に

次の１項を加える。

２ 所長及び次長共に不在のときは、あらかじめ所長が指

定した職員がその事務を代決する。

（愛媛県工業技術センター処務規程の一部改正）

第１３条 愛媛県工業技術センター処務規程（昭和３６年愛媛県

訓令第３１号）の一部を次のように改正する。

第４条第７号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

第７条中「第４条第６号」を「第４条第８号」に改める

。

（愛媛県繊維産業試験場処務規程の一部改正）

第１４条 愛媛県繊維産業試験場処務規程（昭和３７年愛媛県訓

令第１３号）の一部を次のように改正する。

第３条第５項中「主任研究員」を「専門研究員、主任研
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究員」に改める。

第４条第７号中「、私事旅行（場長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

第７条中「第４条第６号」を「第４条第８号」に改める

。

（愛媛県建設研究所処務規程の一部改正）

第１５条 愛媛県建設研究所処務規程（昭和３８年愛媛県訓令第

１０号）の一部を次のように改正する。

第４条第２号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県立保育専門学校処務規程の一部改正）

第１６条 愛媛県立保育専門学校処務規程（昭和３９年愛媛県訓

令第１４号）の一部を次のように改正する。

第３条第５号中「、私事旅行（校長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県製紙試験場処務規程の一部改正）

第１７条 愛媛県製紙試験場処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第

２６号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

愛媛県紙産業研究センター処務規程

第１条中「愛媛県製紙試験場（以下「試験場」を「愛媛

県紙産業研究センター（以下「センター」に改める。

第２条中「試験場の室」を「センターの課及び室」に改

め、同条の表技術支援室の項の前に次のように加える。

総務課

� 公印の管理に関すること。

� 文書の取扱いに関すること。

� 職員の人事、給与及び服務に関すること。

� 予算、決算その他会計事務に関すること。

� 生産物の処理に関すること。

� 試験研究用以外の土地、建物、工作物、機械等の維

持管理に関すること。

� 臨時労務の管理に関すること。

� センターの業務の企画及び広報に関すること。

	 センター内の取締りに関すること。


 その他他の主管に属しないこと。

第２条の表技術支援室の項各号中「紙パルプ及び紙加工

」を「紙産業」に改める。

第３条第１項中「場長」を「所長」に、「場務」を「セ

ンターの業務」に改め、同条第２項中「室長は、場長の命

を受け、」を「課長及び室長は、所長の命を受け、それぞ

れ課及び」に改め、同条第４項中「場長」を「上司」に改

め、同条第５項中「主任研究員」を「特別研究員、主任研

究員」に改め、同条第８項中「場務」を「センターの業務

」に改め、同項を同条第１０項とし、同条中第７項を第９項

とし、第６項を第８項とし、第５項の次に次の２項を加え

る。

６ 係長は、上司の命を受け、係の事務を管理する。

７ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

第４条中「場長は」を「所長は」に改め、同条第２号中

「場務」を「センターの業務」に、「場名」を「所名」に

改め、同条第６号中「場長」を「所長」に改め、同条第７

号中「、私事旅行（場長の県外私事旅行を除く。）」を削

る。

第５条第１項中「場長」を「所長」に改める。

第６条中「場長」を「所長」に、「つど」を「都度」に

改める。

第７条中「試験場」を「センター」に、「第４条第６号

」を「第４条第８号」に改める。

（愛媛県窯業試験場処務規程の一部改正）

第１８条 愛媛県窯業試験場処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第

２７号）の一部を次のように改正する。

第４条第７号中「、私事旅行（場長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

第７条中「第４条第６号」を「第４条第８号」に改める

。

（愛媛県大阪事務所処務規程の一部改正）

第１９条 愛媛県大阪事務所処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第

２９号）の一部を次のように改正する。

第２条第３項を次のように改める。

３ 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、そ

の職務を代行する。

第２条第６項を同条第７項とし、同条第５項中「所長」

を「上司」に、「担当係長」を「係長」に改め、同項を同

条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第３項の次に

次の１項を加える。

４ 係長は、上司の命を受け、係の事務を管理する。

第３条第７号中「、私事旅行」を削る。

第４条第１項中「所長不在」を「所長が不在」に、「あ

らかじめ所長が指定した職員がその事務を」を「次長が」

に改め、同条第２項中「事項について」を「事務で重要な

もの」に改める。

第６条中「第３条第７号」を「第３条第９号」に改める

。

（愛媛県身体障害者更生相談所処務規程の一部改正）

第２０条 愛媛県身体障害者更生相談所処務規程（昭和３９年愛

媛県訓令第４６号）の一部を次のように改正する。

第３条第７号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県立さつき寮処務規程の一部改正）

第２１条 愛媛県立さつき寮処務規程（昭和３９年愛媛県訓令第

４７号）の一部を次のように改正する。

第３条第７号中「、私事旅行（寮長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

第５条中「第３条第６号」を「第３条第８号」に改める

。

（愛媛県家畜保健衛生所処務規程の一部改正）

第２２条 愛媛県家畜保健衛生所処務規程（昭和４０年愛媛県訓

令第２３号）の一部を次のように改正する。

第５条を次のように改める。

（事務の委任）

第５条 所長に委任する事務は、次のとおりとする。

� 獣医療法（平成４年法律第４６号）第３条の規定によ

る診療施設の開設等の届出を受理すること。

� 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号

）第６条第１項の規定による死亡した牛の届出を受理
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すること。

第６条第１項第８号中「、私事旅行（所長の県外私事旅

行を除く。）」を削る。

（愛媛県地方労働委員会事務局処務規程の一部改正）

第２３条 愛媛県地方労働委員会事務局処務規程（昭和４１年愛

媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

第３条第３号中「、私事旅行」を削る。

（愛媛県東京事務所処務規程の一部改正）

第２４条 愛媛県東京事務所処務規程（昭和４２年愛媛県訓令第

３号）の一部を次のように改正する。

第２条中第１０項を第１１項とし、第６項から第９項までを

１項ずつ繰り下げ、第５項の次に次の１項を加える。

６ 課長補佐は、課長を補佐する。

第４条第１項第７号中「、私事旅行（プラザの所長の東

京都外私事旅行を含む。）」を削り、同条第２項中「、同

項第７号中「東京都外私事旅行を含む」とあるのは「東京

都外私事旅行を除く」と」を削る。

第５条第２項中「ともに」を「共に」に、「総務課長」

を「行政課長」に、「振興課長」を「産業振興課長」に改

める。

第７条中「第４条第１項第７号」を「第４条第１項第９

号」に改める。

（愛媛県立えひめ学園処務規程の一部改正）

第２５条 愛媛県立えひめ学園処務規程（昭和４５年愛媛県訓令

第１３号）の一部を次のように改正する。

第５条第５号中「、私事旅行（園長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県立歯科技術専門学校処務規程の一部改正）

第２６条 愛媛県立歯科技術専門学校処務規程（昭和４６年愛媛

県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

第３条第６号中「、私事旅行（校長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県立農業大学校処務規程の一部改正）

第２７条 愛媛県立農業大学校処務規程（昭和４６年愛媛県訓令

第９号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第７号中「、私事旅行（校長の県外私事旅

行を除く。）」を削り、同条第２項第２号中「、私事旅行

（分校長の県外私事旅行を除く。）」を削る。

（愛媛県病害虫防除所処務規程の一部改正）

第２８条 愛媛県病害虫防除所処務規程（昭和４６年愛媛県訓令

第１１号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第５号中「、私事旅行（所長の県外私事旅

行を除く。）」を削り、同条第２項第２号中「、私事旅行

（支所長の県外私事旅行を除く。）」を削る。

第６条中「朱書し」を「明記し」に改める。

（愛媛県生活センター処務規程の一部改正）

第２９条 愛媛県生活センター処務規程（昭和４７年愛媛県訓令

第４号）の一部を次のように改正する。

第４条第７号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県精神保健福祉センター処務規程の一部改正）

第３０条 愛媛県精神保健福祉センター処務規程（昭和４７年愛

媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

第３条第７号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県農業試験場処務規程の一部改正）

第３１条 愛媛県農業試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第

１号）の一部を次のように改正する。

第４条第６号中「、私事旅行（場長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県立果樹試験場処務規程の一部改正）

第３２条 愛媛県立果樹試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令

第２号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第６号中「、私事旅行（場長の県外私事旅

行を除く。）」を削り、同条第２項第３号中「、私事旅行

（分場長の県外私事旅行を除く。）」を削る。

（愛媛県畜産試験場処務規程の一部改正）

第３３条 愛媛県畜産試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第

４号）の一部を次のように改正する。

第４条第６号中「、私事旅行（場長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県養鶏試験場処務規程の一部改正）

第３４条 愛媛県養鶏試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第

５号）の一部を次のように改正する。

第４条第６号中「、私事旅行（場長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県林業技術センター処務規程の一部改正）

第３５条 愛媛県林業技術センター処務規程（昭和５０年愛媛県

訓令第６号）の一部を次のように改正する。

第４条第６号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県健康増進センター処務規程の一部改正）

第３６条 愛媛県健康増進センター処務規程（昭和５０年愛媛県

訓令第２５号）の一部を次のように改正する。

第２条の表総務課の項中第６号を削り、第７号を第６号

とし、第８号から第１０号までを削り、第１１号を第７号とし

、第１２号を第８号とし、第１３号を第１０号とし、第８号の次

に次の１号を加える。

� 施設の維持管理に関すること。

第２条の表検査指導課の項を次のように改める。

健康推進課

� 県民の主体的な健康づくりの推進に関すること。

� 健康増進に関する知識の普及及び相談に関するこ

と。

� 健康増進に関する調査研究並びに情報の収集及び

提供に関すること。

� 健康増進に関する指導者の研修に関すること。

� 地域指導者等に対する協力及び支援に関すること

。

� 健康プラザの運営に関すること。

� その他健康増進に関すること。

第３条中第１０項を第１１項とし、第９項を第１０項とし、第

８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。

８ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

第４条を削り、第５条第６号中「、私事旅行（所長の県

外私事旅行を除く。）」を削り、同条中第８号を第１１号と
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し、第７号の次に次の３号を加え、同条を第４条とする。

� センターの使用の許可に関すること。

� センターの使用の制限の措置に関すること。

� センターの休所日における開所に関すること。

第６条第２項中「ともに」を「共に」に、「検査指導課

長」を「健康推進課長」に改め、同条第３項中「検査指導

課長がともに」を「健康推進課長が共に」に改め、同条第

４項中「朱書し」を「明記し」に改め、同条を第５条とす

る。

第７条中「センターの毎月の業務の結果を、翌月１０日ま

でに知事に」を「毎年度業務報告書を作成し、翌年度の５

月末日までに知事に提出しなければならない。ただし、異

例又は重要と認められるものについては、その都度」に改

め、同条を第６条とし、第８条を第７条とし、第９条を第

８条とする。

（愛媛県地域農業改良普及センター処務規程の一部改正）

第３７条 愛媛県地域農業改良普及センター処務規程（昭和５３

年愛媛県訓令第１９号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項ただし書を削り、同項の表企画調整課の項

中「企画調整課」を「普及企画課」に改め、同項中第１０号

を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。

� 農業関係制度資金の指導に関すること。

第２条第１項の表地域振興課の項中「地域振興課」を「

地域農業課」に改め、同項中第６号を第７号とし、第１号

から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の前に次の１

号を加える。

� 地域農業の担い手の確保及び育成に関すること。

第２条第１項の表専門技術課の項中「専門技術課」を「

産地育成課」に改め、同項第３号を次のように改める。

� 農業の専門技術分野における農業経営又は農村生活

の改善に関する情報の収集及び提供に関すること。

第２条第２項中「支所における総合普及課」を「普及室

」に改め、同項中第５号を第７号とし、第１号から第４号

までを２号ずつ繰り下げ、第３号の前に次の２号を加える

。

� 公印の管理に関すること。

� 文書の取扱いに関すること。

第２条第２項に次の３号を加える。

� 地域農業の担い手の確保及び育成に関すること。

� 農業者組織の専門技術分野に係る普及指導に関する

こと。

� 特産地の育成及び新技術の普及指導に関すること。

第３条第４項中「支所長」を「室長」に、「支所事務」

を「普及室事務」に改め、同条第５項中「又は支所長」を

削り、同条中第９項を第１０項とし、第６項から第８項まで

を１項ずつ繰り下げ、第５項の次に次の１項を加える。

６ 農業改良専門員は、室長の命を受け、普及指導に関し

室内の調整を行うとともに、普及活動に従事する職員を

指導し、かつ、自ら普及活動に従事する。

第４条第１項第６号中「、私事旅行（所長の県外私事旅

行を除く。）」を削り、同条第２項中「支所長の専決処理

すべき」を「室長の専決処理すべき」に改め、同項第１号

を次のように改める。

� 普及室業務に関し職名又は普及室名で文書を施行す

ること。

第４条第２項２号中「支所職員」を「普及室職員」に、

「支所長」を「室長」に改め、同項第３号中「支所職員」

を「普及室職員」に改め、「、私事旅行（支所長の県外私

事旅行を除く。）」を削り、同項第４号中「支所」を「普

及室」に改める。

第５条第１項中「企画調整課長」を「普及企画課長」に

改め、同項ただし書を削り、同条第２項中「企画調整課長

」を「普及企画課長」に改め、同条第３項中「支所長」を

「室長」に改め、「総合普及課長」を「あらかじめ室長が

指定した者」に改める。

第７条第１項中「朱書し」を「明記し」に改める。

（愛媛県青少年対策本部規程の一部改正）

第３８条 愛媛県青少年対策本部規程（昭和５４年愛媛県訓令第

１３号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「教育長」を「県民環境部長」に改める

。

第７条第１項中「教育委員会事務局生涯学習課」を「県

民環境部県民協働局県民活動推進課」に改め、同条第２項

中「教育委員会事務局生涯学習課長」を「県民環境部県民

協働局県民活動推進課長」に改める。

第８条第１項中「教育事務所」を「地方局」に改める。

別表１の項を次のように改める。

１ 教育長

（愛媛県下請企業指導班規程の一部改正）

第３９条 愛媛県下請企業指導班規程（昭和５４年愛媛県訓令第

１８号）の一部を次のように改正する。

第１条中「中小企業課」を「産業支援局経営支援課」に

改める。

第３条中「中小企業課地場産業係」を「産業支援局経営

支援課地場産業係」に改める。

第４条中「中小企業課技術課長補佐」を「産業支援局経

営支援課課長補佐」に改める。

（栽培漁業センター処務規程の一部改正）

第４０条 栽培漁業センター処務規程（昭和５５年愛媛県訓令第

３号）の一部を次のように改正する。

第３条第６号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県交通対策班規程の一部改正）

第４１条 愛媛県交通対策班規程（昭和５６年愛媛県訓令第２９号

）の一部を次のように改正する。

第１条中「県民環境部」を「県民環境部管理局」に改め

る。

第３条中「県民環境部消防防災安全課」を「県民環境部

管理局消防防災安全課」に改める。

第４条中「県民環境部」を「県民環境部管理局」に改め

る。

（愛媛県魚病指導センター処務規程の一部改正）

第４２条 愛媛県魚病指導センター処務規程（昭和５６年愛媛県

訓令第３１号）の一部を次のように改正する。

第３条第６号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。
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（愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱の一部改正）

第４３条 愛媛県土木部工事執行事務取扱要綱（昭和５６年愛媛

県訓令第３５号）の一部を次のように改正する。

様式第１号（その３）及び様式第３号（その２）中 次「
長」を 局長「 」に改める。

様式第７号（その２）中 次長「 」を 局長「 」に改め、同

様式（その２）注を削る。

様式第９号中 次長「 」を 局長「 」に改める。

（愛媛県長寿社会対策本部規程の一部改正）

第４４条 愛媛県長寿社会対策本部規程（昭和５９年愛媛県訓令

第１号）の一部を次のように改正する。

第７条第１項中「高齢者福祉課」を「生きがい推進局長

寿介護課」に改め、同条第２項中「高齢者福祉課長」を「

生きがい推進局長寿介護課長」に改める。

（愛媛県地方局男女共同参画推進班規程の一部改正）

第４５条 愛媛県地方局男女共同参画推進班規程（昭和５９年愛

媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

別表３の項中「福祉活動係長」を「地域福祉係長」に改

め、同表１１の項中「企画調整課女性・高齢者係長」を「地

域農業課担い手対策係長」に改め、同表１２の項中「地域振

興課農村・担い手係長」を「普及室担い手対策係長」に、

「、松山地方局及び宇和島地方局」を「及び八幡浜地方局

」に改め、同表１３の項中「今治中央地域農業改良普及セン

ター伯方支所総合普及課」を「地域農業改良普及センター

普及室」に改め、「今治地方局」の下に「及び宇和島地方

局」を加え、同表中２１の項を２２の項とし、２０の項を削り、

１９の項を２１の項とし、１４の項から１８の項までを２ずつ繰り

下げ、１３の項の次に次のように加える。

１４ 松山中央地域農業改良普及センター久万普及室農村

・担い手係長（松山地方局に限る。）

１５ 松山中央地域農業改良普及センター伊予普及室担い

手対策係長（松山地方局に限る。）

（愛媛県立医療技術短期大学処務規程の一部改正）

第４６条 愛媛県立医療技術短期大学処務規程（昭和６３年愛媛

県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

第５条中第６号を削り、第７号を第６号とする。

第６条第７号中「、私事旅行」を削り、「県外出張、県

外私事旅行」を「海外出張」に、「県外研修」を「海外研

修」に改める。

別表第１ ４の部２の項�事項の欄中「、私事旅行」を
「、育児休業等」に、「県外出張、県外私事旅行」を「海

外出張」に、「県外研修」を「海外研修」に改める。

（愛媛県農業専門技術班規程の一部改正）

第４７条 愛媛県農業専門技術班規程（平成元年愛媛県訓令第

１２号）の一部を次のように改正する。

第１条中「農林水産部」を「農林水産部農業振興局」に

改める。

第３条中「農林水産部農業経営課」を「農林水産部農業

振興局農業経営課」に改める。

第４条第１項中「農林水産部」を「農林水産部農業振興

局」に改める。

（愛媛県リゾート班規程の一部改正）

第４８条 愛媛県リゾート班規程（平成２年愛媛県訓令第６号

）の一部を次のように改正する。

第１条中「企画情報部ふるさと整備課」を「経済労働部

観光推進局観光課」に改める。

第３条中「企画情報部ふるさと整備課」を「経済労働部

観光推進局観光課」に、「企画情報部長」を「経済労働部

長」に改める。

第４条第１項中「企画情報部ふるさと整備課長補佐（し

まなみ海道振興担当）」を「経済労働部観光推進局観光課

長補佐」に改める。

（愛媛県男女共同参画推進本部規程の一部改正）

第４９条 愛媛県男女共同参画推進本部規程（平成２年愛媛県

訓令第７号）の一部を次のように改正する。

第６条第３項中「男女共同参画局長」を「県民協働局長

」に改める。

第７条第１項中「男女共同参画局」を「県民協働局」に

改め、同条第２項中「男女共同参画局長」を「県民協働局

長」に改める。

別表２ １の項から８の項までを次のように改める。

１ 総務部管理局総務管理課長

２ 企画情報部管理局企画調整課長

３ 県民環境部管理局県民交流課長

４ 県民環境部県民協働局男女参画課長

５ 保健福祉部管理局保健福祉課長

６ 経済労働部管理局産業政策課長

７ 農林水産部管理局農政課長

８ 土木部管理局土木管理課長

別表２中９の項を削り、１０の項を９の項とし、１１の項を

１０の項とし、１２の項を１１の項とする。

（愛媛県県民総合相談プラザ及び県民相談プラザ規程の一

部改正）

第５０条 愛媛県県民総合相談プラザ及び県民相談プラザ規程

（平成３年愛媛県訓令第６号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中「県政広報課」を「秘書広報局広報広聴課」に

改める。

第３条第１項第１号中「県政広報課長補佐」を「秘書広

報局広報広聴課長補佐」に改め、「のうちから、知事が指

名する者」を削り、同項第２号中「県政広報課県民相談係

」を「秘書広報局広報広聴課県民相談係」に改める。

（愛媛県廃棄物対策班規程の一部改正）

第５１条 愛媛県廃棄物対策班規程（平成３年愛媛県訓令第８

号）の一部を次のように改正する。

別表１の項から７の項までを次のように改める。

１ 県民環境部県民協働局生活課長

２ 県民環境部環境局廃棄物対策課長

３ 保健福祉部管理局保健福祉課長

４ 経済労働部管理局産業政策課長

５ 農林水産部管理局農政課長

６ 農林水産部農業振興局畜産課長

７ 農林水産部森林局森林整備課長

別表中８の項を削り、９の項を８の項とし、同表１０の項

中「土木部」を「土木部管理局」に改め、同項を同表９の

項とし、同表１１の項から２５の項までを１ずつ繰り上げる。
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（愛媛県文書管理規程の一部改正）

第５２条 愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）

の一部を次のように改正する。

第２７条中「次長（次長」を「本庁の局長（本庁の局長」

に改める。

様式第４号甲（表）中「次長」を「局長」に改める。

（愛媛県花き総合指導センター処務規程の一部改正）

第５３条 愛媛県花き総合指導センター処務規程（平成４年愛

媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

第４条第６号中「、私事旅行（所長の県外私事旅行を除

く。）」を削る。

（愛媛県ＦＡＺ整備推進班規程の一部改正）

第５４条 愛媛県ＦＡＺ整備推進班規程（平成５年愛媛県訓令

第７号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「次長」を「管理局長」に、「のうちか

ら、知事が命ずる」を「をもって充てる」に改め、同条第

２項中「前項の規定により班長を命ぜられた者以外の経済

労働部次長の職にある者」を「経済労働部産業支援局長」

に、「商工流通課長」を「管理局産業政策課長」に、「に

知事が命ずる」を「をもって充てる」に改める。

第６条中「商工流通課」を「管理局産業政策課」に改め

る。

別表１の項から１２の項までを次のように改める。

１ 経済労働部管理局長

２ 経済労働部産業支援局長

３ 総務部管理局総務管理課長

４ 総務部新行政推進局市町村課長

５ 企画情報部管理局企画調整課長

６ 企画情報部管理局交通対策課長

７ 企画情報部管理局国際交流課長

８ 保健福祉部健康衛生局薬務衛生課長

９ 経済労働部管理局産業政策課長

１０ 農林水産部農業振興局農産園芸課長

１１ 農林水産部農業振興局畜産課長

１２ 農林水産部水産局水産課長

別表中１８の項を１９の項とし、１３の項から１７の項までを１

ずつ繰り下げ、１２の項の次に次のように加える。

１３ 土木部管理局土木管理課長

（愛媛県地域高規格道路事業推進班規程の一部改正）

第５５条 愛媛県地域高規格道路事業推進班規程（平成５年愛

媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

別表２の項中「土木部」を「土木部管理局」に改める。

（愛媛県地方局県民情報室規程の一部改正）

第５６条 愛媛県地方局県民情報室規程（平成５年愛媛県訓令

第１１号）の一部を次のように改正する。

第１条中「、伊予庁舎」を削る。

別表第１松山地方局県民情報室の項所管区域の欄中「北

条市及び温泉郡」を「伊予市、北条市、温泉郡及び伊予郡

」に改め、同表伊予庁舎地方局県民情報室の項を削る。

（愛媛県農業総合対策推進班規程の一部改正）

第５７条 愛媛県農業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓

令第１１号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「次長」を「管理局長」に、「に知事が

命ずる」を「をもって充てる」に改め、同条第２項中「農

政課長」を「管理局農政課長」に、「に知事が命ずる」を

「をもって充てる」に改める。

第６条中「農政課」を「管理局農政課」に改める。

別表１の項中「次長（知事が指定するものに限る。）」

を「管理局長」に改め、同表２の項中「農政課長」を「管

理局農政課長」に改め、同表３の項中「農政課長補佐」を

「管理局農政課長補佐」に改め、同表４の項から６の項ま

での規定中「農林水産部」を「農林水産部管理局」に改め

、同表７の項中「農政課中山間対策室調整係長」を「管理

局農政課中山間対策室業務係長」に改め、同表８の項中「

農林水産部」を「農林水産部管理局」に改め、同表９の項

中「団体指導課長補佐」を「管理局農業経済課長補佐」に

改め、同表１０の項中「団体指導課農協係長」を「管理局農

業経済課農協係長」に改め、同表１１の項中「団体指導課農

林業金融係長」を「管理局農業経済課金融係長」に改め、

同表１２の項中「農林水産部農地整備課」を「農林水産部農

業振興局農地整備課」に改め、同表１３の項から１５の項まで

の規定中「農林水産部」を「農林水産部農業振興局」に改

め、同表１６の項中「農林水産部農業経営課」を「農林水産

部農業振興局農業経営課」に改め、同表１７の項から２０の項

までの規定中「農林水産部」を「農林水産部農業振興局」

に改め、同表２１の項中「農林水産部農業経営課」を「農林

水産部農業振興局農業経営課」に改め、同表２２の項中「農

林水産部農産園芸課」を「農林水産部農業振興局農産園芸

課」に改め、同表２３の項から２９の項までの規定中「農林水

産部」を「農林水産部農業振興局」に改め、同表３０の項及

び３１の項中「農林水産部」を「農林水産部森林局」に改め

、同表３２の項中「林業政策課林産流通係長」を「森林局林

業政策課木材利用推進係長」に改める。

（愛媛県地方局農業総合対策推進班規程の一部改正）

第５８条 愛媛県地方局農業総合対策推進班規程（平成６年愛

媛県訓令第１２号）の一部を次のように改正する。

別表６の項及び７の項を次のように改める。

６ 中央地域農業改良普及センター所長

７ 中央地域農業改良普及センター普及室長

（愛媛県政策・予算班規程の一部改正）

第５９条 愛媛県政策・予算班規程（平成７年愛媛県訓令第８

号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「次長」を「管理局長」に改める。

別表１の項を次のように改める。

１ 管理局長

（愛媛県林業専門技術班規程の一部改正）

第６０条 愛媛県林業専門技術班規程（平成７年愛媛県訓令第

９号）の一部を次のように改正する。

第１条及び第３条中「林業政策課」を「森林局林業政策

課」に改める。

第４条第１項中「農林水産部林業政策課」を「農林水産

部森林局林業政策課」に改める。

（愛媛県立伊予三島看護専門学校処務規程の一部改正）

第６１条 愛媛県立伊予三島看護専門学校処務規程（平成９年

愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

第４条第６号中「、私事旅行（校長の県外私事旅行を除
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く。）」を削る。

（副知事の担任事務に関する規程の一部改正）

第６２条 副知事の担任事務に関する規程（平成１１年愛媛県訓

令第９号）の一部を次のように改正する。

第１項第１号アに次のただし書を加える。

ただし、企画情報部の所掌事務のうち、国際交流

に関することを除く。

第１項第２号中イをウとし、アをイとし、イの前に次の

ように加える。

ア 企画情報部の所掌事務のうち、国際交流に関する

こと。

（愛媛県総合林政計画推進班規程の一部改正）

第６３条 愛媛県総合林政計画推進班規程（平成１３年愛媛県訓

令第１号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「次長」を「森林局長」に、「のうちか

ら、知事が命ずる」を「をもって充てる」に改め、同条第

２項中「林業政策課長及び農林水産部」を「森林局林業政

策課長及び農林水産部森林局」に改める。

第６条中「農林水産部」を「農林水産部森林局」に改め

る。

（愛媛県市町村合併推進本部規程の一部改正）

第６４条 愛媛県市町村合併推進本部規程（平成１３年愛媛県訓

令第１０号）の一部を次のように改正する。

第８条中「総務部」を「総務部新行政推進局」に改める

。

別表２ １の項から１１の項までを次のように改める。

１ 総務部新行政推進局長

２ 総務部管理局総務管理課長

３ 総務部管理局財政課長

４ 総務部新行政推進局市町村課長

５ 総務部新行政推進局市町村課合併推進室長

６ 企画情報部管理局企画調整課長

７ 県民環境部管理局県民交流課長

８ 保健福祉部管理局保健福祉課長

９ 経済労働部管理局産業政策課長

１０ 農林水産部管理局農政課長

１１ 土木部管理局土木管理課長

（愛媛県食肉衛生検査センター処務規程の一部改正）

第６５条 愛媛県食肉衛生検査センター処務規程（平成１４年愛

媛県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項第６号中「、私事旅行（所長の県外私事旅

行を除く。）」を削り、同項第８号中「１００万円未満」を

「５００万円未満」に改める。

（愛媛県動物愛護センター処務規程の一部改正）

第６６条 愛媛県動物愛護センター処務規程（平成１４年愛媛県

訓令第１５号）の一部を次のように改正する。

第４条第８号中「１００万円未満」を「５００万円未満」に

改める。

（愛媛県女性職業センター処務規程等の廃止）

第６７条 次に掲げる訓令は、廃止する。

� 愛媛県女性職業センター処務規程（昭和５２年愛媛県訓

令第８号）

� 愛媛県国際交流事業推進班規程（平成元年愛媛県訓令

第１０号）

附 則

１ この訓令は、公布の日から施行する。

２ この訓令施行の際現にある第５２条の規定による改正前の

愛媛県文書管理規程様式第４号甲の規定による書類の用紙

は、平成１５年７月３１日までの間、これを訂正して使用する

ことができる。

�������
�愛媛県訓令第１３号

庁 中 一 般

愛媛県立医療技術大学開設準備室規程を次のように定める

。

平成１５年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立医療技術大学開設準備室規程

（設置）

第１条 医療技術大学の開設準備を行うため、保健福祉部に

医療技術大学開設準備室（以下「準備室」という。）を設

置する。

（任務）

第２条 準備室は、次に掲げる事項を処理する。

� 設置認可申請に関すること。

� 諸規程の整備に関すること。

� 学生募集及び入学試験の実施に関すること。

� 施設、設備及び備品の整備に関すること。

� その他医療技術大学の開設準備に関すること。

（職制）

第３条 準備室に室長、室長補佐、担当係長及び室員を置き

、職員のうちから知事が命ずる。

（職務）

第４条 室長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、

準備室の事務を統轄する。

２ 室長補佐は、室長を補佐する。

３ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

（庶務）

第５条 準備室の庶務は、保健福祉部管理局保健福祉課医療

対策室において処理する。

（雑則）

第６条 この訓令に定めるもののほか、準備室に関し必要な

事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

監査委員規程

�愛媛県監査委員規程第１号
愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程を次のように

定める。

平成１５年４月１日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 横 田 弘 之

同 井 上 和 久

同 吉 久 宏
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愛媛県監査事務局規程の一部を改正する規程

愛媛県監査事務局規程（昭和４１年愛媛県監査委員規程第１

号）の一部を次のように改正する。

第７条第２号中「、私事旅行」を削る。

第１２条中「失書し」を「明記し」に、「すみやかに」を「

速やかに」に改める。

第１３条中「愛媛県処務細則（昭和２９年４月愛媛県訓令第５

号）及び愛媛県文書管理規程（平成４年３月愛媛県訓令第１

号）」を「知事の事務部局」に改める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第８号
愛媛県教育委員会事務局組織規則及び愛媛県教育委員会教

育長専決規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会事務局組織規則及び愛媛県教育委員

会教育長専決規則の一部を改正する規則

（愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県

教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表生涯学習課の項係の欄中「全国生涯学

習フェスティバル係」を削る。

第２条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第

３項を第４項とし、同条第２項の表文化スポーツ部の部保

健スポーツ課の項係の欄中「生涯スポーツ係 競技スポー

ツ係 スポーツ施設係」を「県民スポーツ係 国民体育大

会準備係」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。

２ 生涯学習課に全国生涯学習フェスティバル推進室を置

き、同室に総務係及び事業係を置く。

第３条（見出しを含む。）中「各課」を「各課及び室」

に改め、同条の表生涯学習課の項中「生涯学習課」の下に

「（第５号から第９号までの事務にあっては、全国生涯学

習フェスティバル推進室の所掌とする。）」を加え、同項

中第１８号を第２１号とし、第１７号を削り、第１６号を第２０号と

し、第６号から第１５号までを４号ずつ繰り下げ、同項第５

号を次のように改める。

� 第１６回全国生涯学習フェスティバル実行委員会に関

すること。

� 第１６回全国生涯学習フェスティバルの広報に関する

こと。

� 第１６回全国生涯学習フェスティバルの実施計画に関

すること。

� 第１６回全国生涯学習フェスティバルに関する文部科

学省及び関係団体等との連絡調整に関すること。

� その他第１６回全国生涯学習フェスティバルの推進に

関すること。

第３条の表人権教育課の項第６号中「同和教育関係団体

」を「人権教育関係団体」に改める。

第３条の表保健スポーツ課の項中第１２号を第１６号とし、

第５号から第１１号までを４号ずつ繰り下げ、第９号の前に

次の１号を加える。

� 学校体育に関すること。

第３条の表保健スポーツ課の項第４号を同項第７号とし

、同項第３号中「学校体育」を「ジュニアスポーツ」に改

め、同号を同項第６号とし、同項第２号を同項第５号とし

、同項第１号を同項第４号とし、同号の前に次の３号を加

える。

� スポーツ立県の推進に関すること。

� 武道館に関すること。

� 国民体育大会の開催準備に関すること。

第７条第１項中第２１号を第２４号とし、第９号から第２０号

までを３号ずつ繰り下げ、第１２号の前に次の１号を加える

。

	 室長補佐

第７条第１項中第８号を第１０号とし、第５号から第７号

までを２号ずつ繰り下げ、第７号の前に次の１号を加える

。

� 室長

第７条第１項第４号を同項第５号とし、同項第３号を同

項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。

� 部付

第７条第２項中「第１７号」を「第２０号」に、「第１８号」

を「第２１号」に、「第２１号」を「第２４号」に改める。

第７条の２第３項中「及び生涯学習課」を「、生涯学習

課及び全国生涯学習フェスティバル推進室」に改める。

第８条に次の２項を加える。

４ 文化スポーツ部に部付を置く。

５ 部付は、上司の特命に係る事務を処理する。

第９条の見出し中「課」を「課又は室」に改め、同条第

１項中「課長補佐を」の下に「、室に室長及び室長補佐を

」を加え、同条第４項を同条第６項とし、同項の前に次の

１項を加える。

５ 室長補佐は、室長を補佐し、室長が不在のときは、そ

の職務を代行する。

第９条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の

１項を加える。

３ 室長は、上司の命を受け、室務を掌理し、部下職員を

指揮監督する。

第１０条第１項及び第１２条第１項中「課」を「課及び室」

に改める。

（愛媛県教育委員会教育長専決規則の一部改正）

第２条 愛媛県教育委員会教育長専決規則（昭和３１年愛媛県

教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「かかげる」を「掲げる」に改め、同項

第１号中「所長」を「これに相当する職にある者並びに所

長」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第２号
教育事務所及び分室の名称、位置及び所管区域（昭和３２年

２月愛媛県教育委員会告示第７号）の一部を次のように改正

し、告示の日から施行する。

平成１５年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

「第２条第４項」を「第２条第６項」に改める。

教育委員会訓令

�愛媛県教育委員会訓令第１号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教育委員会公印規程等の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県教育委員会公印規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県教育委員会公印規程の一部改正）

第１条 愛媛県教育委員会公印規程（昭和３６年７月愛媛県教

育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「課長印」の下に「（室長印を含

む。以下同じ。）」を加え、同項第２号中「課印」の下に

「（室印を含む。以下同じ。）」を加える。

第３条第２項中「課長」の下に「（室長を含む。）」を

加える。

様式第４号中「使用課」を「使用課（室）」に改める。

（愛媛県総合教育センター処務規程等の一部改正）

第２条 次に掲げる訓令の規定中「第９条第４項」を「第９

条第６項」に改める。

� 愛媛県総合教育センター処務規程（昭和４１年３月愛媛

県教育委員会訓令第１号）第２条第６項

� 愛媛県立図書館処務規程（昭和３３年２月愛媛県教育委

員会訓令第２号）第２条第４項

� 愛媛県立博物館処務規程（昭和３６年１１月愛媛県教育委

員会訓令第３号）第２条第７項

� 愛媛県美術館処務規程（平成１２年４月愛媛県教育委員

会訓令第７号）第３条第６項

� 愛媛県立青年の家処務規程（昭和３５年６月愛媛県教育

委員会訓令第１号）第１条第４項

� 愛媛県生涯学習センター処務規程（平成１２年４月愛媛

県教育委員会訓令第４号）第３条第５項

� 愛媛県総合科学博物館処務規程（平成１２年４月愛媛県

教育委員会訓令第５号）第３条第６項

� 愛媛県歴史文化博物館処務規程（平成１２年４月愛媛県

教育委員会訓令第６号）第３条第６項

附 則

１ この訓令は、公布の日から施行する。

２ この訓令施行の際現にある第１条の規定による改正前の

愛媛県教育委員会公印規程様式第４号の規定による書類の

用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる

。

�������
�愛媛県教育委員会訓令第２号

教育委員会事務局

新武道館開設準備室規程を次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

新武道館開設準備室規程

（設置）

第１条 新武道館の開設準備を行うため、文化スポーツ部に

新武道館開設準備室（以下「準備室」という。）を設置す

る。

（任務）

第２条 準備室は、次に掲げる事項を処理する。

� 施設の整備に関すること。

� 事業計画の作成その他施設運営の準備に関すること。

� その他新武道館の開設準備に関すること。

（職制）

第３条 準備室に室長、室長補佐、担当係長及び室員を置き

、事務局職員のうちから教育委員会が命ずる。

（室長、室長補佐及び担当係長の職務）

第４条 室長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、

準備室の事務を統轄する。

２ 室長補佐は、室長を補佐する。

３ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

（庶務）

第５条 準備室の庶務は、文化スポーツ部保健スポーツ課に

おいて処理する。

（雑則）

第６条 この訓令に定めるもののほか、準備室に関し必要な

事項は、別に定める。

附 則

１ この訓令は、公布の日から施行する。

２ この訓令は、平成１５年９月３０日限り、その効力を失う。

人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則２－１６
愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規

則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関す

る規則の一部を改正する規則

愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規

則（愛媛県人事委員会規則２－１）の一部を次のように改正

する。

第２条第１２号中「、私事旅行」を削る。
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県人事委員会規則３－１８
愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県人事委員会事務局処務規則の一部を改正する規

則

愛媛県人事委員会事務局処務規則（愛媛県人事委員会規則

３－１）の一部を次のように改正する。

第１３条第２項中「失書し」を「明記し」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県人事委員会規則６－１６３
職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の採用及び昇任に関する規則の一部を改正する規

則

職員の採用及び昇任に関する規則（愛媛県人事委員会規則

６－５）の一部を次のように改正する。

別表第４医療職群�級別職務区分表５級の部知事の事務部
局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中「本庁部次長

」を「本庁局長」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県人事委員会規則７－９７７
職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則等の一部を

改正する規則

（職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「本庁部次長」を「本庁局長」に改める

。

第３２条第１項中「農地整備課」を「農業振興局農地整備

課」に、「用地課」を「管理局用地課」に改める。

第３４条の３第１項中「、ダム管理事務所及び中山川ダム

建設事務所」を「及びダム管理事務所」に改める。

（職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）

第２条 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県

人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

別表第１ １０級の項標準的な職務の欄及び別表第４ ４

級の項標準的な職務の欄１中「本庁部次長」を「本庁局長

」に改める。

別表第１０ １ 行政職給料表級別職務区分表７級の部知

事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄中

「土木部用地課用地補償審査専門員」を「土木部管理局用

地課用地補償審査専門員」に、「主席改良指導員」を
「主

農

席改良指導員
に、

「東京観光物産センター業務課長
を

業改良専門員」 生活センター所長 」

「えひめ観光物産プラザ業務課長

生活センター所長 に、「女性職業センタ

南予児童相談所次長 」

ー所長」を「大阪事務所次長」に改め、同部教育委員会の

「課長補佐

事務部局の項同欄中「課長補佐」を 室長補佐 に改

課付（７級）」
め、同表８級の部知事の事務部局の項同欄中「ＮＰＯ・ボ

ランティア推進監（８級）」を「原子力安全対策推進監（

８級）」に改め、「西条地方局中山川ダム建設事務所長」

を削り、「東京事務所次長」を
「東京事務所次長

東京事務所産業振興課長

に、「児童相談所長」を
「児童相談所長

に、
「

」 中央児童相談所次長」

地域農業改良普及センター所長
を
「中央地域農業

中央地域農業改良普及センター支所長」 中央地域農業

改良普及センター所長
に改め、同部議会の事務部局

改良普及センター普及室長」

の項同欄中「課長」を
「課長

に改め、同部教育委員会の
室長」

「室長

事務部局の項同欄中
「副参事

を
副参事

に改め
課付 」 部付（８級）

課付（８級）」

、同表９級の部知事の事務部局の項同欄中「ＮＰＯ・ボラ

ンティア推進監（９級）」を「原子力安全対策推進監（９

級）」に改め、同部中

人事委員会の事務部局 参事

議会の事務部局

監査委員の事務部局

教育委員会の事務部局

警察の事務部局

「

を

」

人事委員会の事務部局 参事

議会の事務部局

監査委員の事務部局

教育委員会の事務部局 参事
部付（９級）

警察の事務部局 参事

「

に改め、同

」

「本庁部次長

部付（１０級）

男女共同参画局長

表１０級の部知事の事務部局の項同欄中 環境局長
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水産局長

河川港湾局長

道路都市局長

「本庁局長

を 部付（１０級） に改める。

技術監 」

」

別表第１０ ４ 医療職給料表�級別職務区分表４級の部
知事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄

中「本庁部次長」を「本庁局長」に改める。

別表第１０ ５ 医療職給料表�級別職務区分表６級の部
知事の事務部局の項職務の級区分欄の級に含まれる職の欄

中「中央保健所支所長」を
「中央保健所支所長

に改
歯科技術専門学校教頭」

め、同表７級の部知事の事務部局の項同欄中「歯科技術専

門学校教頭」を削る。

（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正）

第３条 給料表の適用範囲に関する規則（愛媛県人事委員会

規則７－４４）の一部を次のように改正する。

第２条中「（第１４号に掲げる部課にあつては、財団法人

えひめ産業振興財団へ派遣されている職員に限る。）」を

削り、同条の表知事の事務部局の項第４号を次のように改

め、同項第１４号を削る。

� 紙産業研究センター

第３条中「及び歯科医師」を削り、「次長、部付及び医

監」を「局長及び部付」に、「保健福祉課」を「管理局保

健福祉課」に、「並びに同部健康増進課」を「、同部健康

衛生局健康増進課」に改め、「課長の職にある職員」の下

に「並びに同課に勤務する歯科医師である職員」を加える

。

第５条中「、又は松山市へ派遣され」を削る。

（管理職手当に関する規則の一部改正）

第４条 管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

－６８）の一部を次のように改正する。

「本庁部次長

部付（本庁部次長

男女共同参画局長

別表知事の事務部局の項公職の欄中 環境局長

水産局長

河川港湾局長

道路都市局長

同格者に限る。）

「本庁局長

を 部付（本庁局長同格者に限る。）

技術監

」

に、「本庁室長」を「本庁室長（経済労働部観光推進局

」

町並博推進課イベント推進室長を除く。）」に、「ＮＰＯ

・ボランティア推進監」を「原子力安全対策推進監」に改

め、「保健福祉部医監」及び「西条地方局中山川ダム建設

事務所長」を削り、「部付（１種及び３種に該当する職を

除く。）」を
「部付（１種及び３種に該当する職を除く。

経済労働部観光推進局町並博推進課イベン

）
「東京事務所産業振

ト推進室長」
に、「消防学校教頭」を 消防学校教頭

中央児童相談所次

興課長

に、「歯科技術専門学校教頭」を「衛生環境研究

長 」

所環境調査課長」に、「製紙試験場長」を「紙産業研究セ

ンター所長」に、「果樹試験場次長」を
「果樹試験場南予

果樹試験場岩城

分場長
に、

「地域農業改良普及センター所長（中央地域

分場長」 中央地域農業改良普及センター支所長

農業改良普及センター所長を除く。）
を「中央地域農業

」

改良普及センター普及室長」に、「土木部用地課用地補償

審査専門員」を「土木部管理局用地課用地補償審査専門員

」に、「中央保健所支所長」を
「中央保健所支所長

に、
農業改良専門員 」

「東京観光物産センター業務課長
「えひめ観光物産プ

生活センター所長 」
を 生活センター所長

南予児童相談所次

ラザ業務課長
「高等技術専門校教頭

「歯科技

に、
女性職業センター所長」

を 高等技

長 」 大阪事

術専門学校教頭
「病害虫

術専門校教頭 に、「病害虫防除所支所長」を
果樹試

務所次長 」

防除所支所長
に、「試験研究機関の分場長（課長補佐同

験場次長 」

格者に限る。）」を「試験研究機関の分場長（果樹試験場

南予分場長及び果樹試験場岩城分場長を除き、課長補佐同

格者に限る。）」に改め、同表委員会等の事務部局の項同

「部付

欄中
「人事委員会事務局次長

を
人事委員会事務局次長

議会事務局課長 」 議会事務局課長

議会事務局室長

に、「教育委員会事務局本庁課長」を
「教育委員会事務

教育委員会事務

」

局本庁課長
に、「教育委員会事務局課長補佐」を

「教育

局室長 」 教育

委員会事務局課長補佐
に改める。

委員会事務局室長補佐」

（農林漁業改良普及手当の支給等に関する規則の一部改正

）

第５条 農林漁業改良普及手当の支給等に関する規則（愛媛
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県人事委員会規則７－２２５）の一部を次のように改正する

。

第４条中「地域農業改良普及センター所長及び中央地域

農業改良普及センター支所長」を「中央地域農業改良普及

センター普及室長」に改める。

（特地勤務手当等に関する規則の一部改正）

第６条 特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規

則７－３６８）の一部を次のように改正する。

別表第１上浮穴郡の項中「│面河村渋草２４３１番地│久万

地域農業改良普及センター改良普及員面河駐在所│」及び

「│小田町大字町村８２番地│久万地域農業改良普及センタ

ー改良普及員小田駐在所│」を削り、同表喜多郡の項中「
河辺村大字植松５４７番地河辺村教育委員会事務局１級」を

削り、同表西宇和郡の項中「│瀬戸町三机乙３００３番地の６

│八幡浜中央地域農業改良普及センター改良普及員瀬戸駐

在所│」、「│三崎町三崎６９２番地│八幡浜中央地域農業

改良普及センター改良普及員三崎駐在所│」及び「│三崎

町三崎６９２番地│三崎町教育委員会事務局│」を削り、同

表東宇和郡の項中「│明浜町大字高山甲３６５７番地│東宇和

地域農業改良普及センター改良普及員明浜駐在所│」を「

│明浜町大字高山甲３６７８番地│明浜町教育委員会事務局│

」に改め、同表北宇和郡の項中「│日吉村大字下鍵山４６３

番地│宇和島中央地域農業改良普及センター改良普及員日

吉駐在所│」を削る。

別表第２東宇和郡の項中「│城川町大字下相９４５番地│

東宇和地域農業改良普及センター改良普及員城川駐在所│

」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

人事委員会告示

�愛媛県人事委員会告示第２号
労働基準法別表第１による愛媛県の事業又は事務所の号別

区分等（平成１１年３月愛媛県人事委員会告示第２号）の一部

を次のように改正する。

平成１５年４月１日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

表３の項事業又は事務所の欄中「西条地方局中山川ダム建

設事務所」を削り、同表１２の項同欄中「製紙試験場」を「紙

産業研究センター」に、「美術館」を
「美術館

に改め、同
中学校」

表労働基準法別表第１各号のいずれにも該当しないものの項

同欄中「女性職業センター」を削る。

県議会訓令

�愛媛県議会訓令第１号
愛媛県議会事務局

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成１５年４月１日

愛媛県議会議長 柳 澤 正 三

愛媛県議会事務局規程の一部を改正する訓令

愛媛県議会事務局規程（昭和３９年愛媛県議会訓令第１号）

の一部を次のように改正する。

第２条の見出しを「（課、室及び係の設置並びに名称）」

に改め、同条第１項の表議事課の項を次のように改める。

議事調査課

第２条第２項の表議事課の項を次のように改め、同条第２

項を同条第３項とする。

議事調査課 議事・記録係

第２条第１項の次に次の１項を加える。

２ 議事調査課に政務調査室を置く。

第３条第１項中第１２号を第１４号とし、第５号から第１１号ま

でを２号ずつ繰り下げ、第４号を第５号とし、同号の次に次

の１号を加える。

� 担当係長

第３条第１項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１

号を加える。

� 室長

第３条第３項中「課長、」の下に「室長、」を、「係長」

の下に「、担当係長」を加える。

第４条中第１１項を第１３項とし、第１０項を第１２項とし、第９

項を第１１項とし、第８項を第９項とし、同項の次に次の１項

を加える。

１０ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

第４条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５

項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

５ 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、部下職員

を指揮監督する。

第５条に後段として次のように加える。

この場合において、議事調査課の項第１０号から第１６号ま

での事務は、政務調査室が分掌する。

第５条の表総務課の項中第１０号を削り、第１１号を第１０号と

し、第１２号から第１７号までを１号ずつ繰り上げ、同項第１８号

中「所管」を「主管」に改め、同号を同項第１７号とし、同表

議事課の項中「議事課」を「議事調査課」に改め、同項第２

号中「委員会」を「常任委員会」に改め、同項中第１２号を第

１６号とし、第９号から第１１号までを４号ずつ繰り下げ、第８

号を第９号とし、同号の次に次の３号を加える。

� 議会活動の諸調査に関すること。

� 特別委員会に関すること（第４号に掲げるものを除く

。）。

� 議長会議等に関すること。

第５条の表議事調査課の項中第７号を第８号とし、第４号

から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号

を加える。

� 特別委員会に関すること（決算特別委員会及び企業会

計決算特別委員会に関することに限る。）。

第７条第２号中「及び課長」を「、課長及び室長」に改め

、同項第３号中「課長」の下に「及び室長」を加え、「、私

事旅行」を削る。

第８条の見出し及び同条第１項中「課長」の下に「及び室

長」を加え、同項第２号中「、私事旅行」を削り、同項に次
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の１号を加える。

� 文書の発送及び保存に関すること。

第８条第２項第２号中「、発送及び保存」を削る。

第１０条第２項中「係長又は主査」を「職員」に改める。

第１９条を第２０条とし、第５章中第１８条を第１９条とし、第１７

条第２項を削り、同条を第１８条とする。

第１６条を第１７条とし、第１５条第１項中「文書には、」の下

に「会計年度に相当する数字の次に」を加え、同条第２項及

び第３項を削り、同条を第１６条とする。

第１４条中「文書処理簿に記入のうえ」を「文書システムに

必要事項を登録の上」に改め、同条を第１５条とする。

第１３条中「電報を含む。以下」を「電子文書を除く。次条

において」に改め、同条に次の１項を加え、同条を第１４条と

する。

２ 到達した電子文書は、主務課において文書システムによ

る収受の登録を行わなければならない。

第１２条中「失書し」を「明記し」に改め、第４章中同条を

第１３条とする。

第１１条中「前２条」を「前３条」に改め、同条を第１２条と

し、第１０条の次に次の１条を加える。

（室長の事務の代決）

第１１条 室長が不在のときは、あらかじめ室長の指定した職

員が代決することができる。

別表中「第１６条」を「第１７条」に改める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

公営企業管理規程

�愛媛県公営企業管理規程第６号
愛媛県公営企業組織規程の一部を改正する管理規程を次の

ように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業組織規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業組織規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規

程第１号）の一部を次のように改正する。

第５条に次の１項を加える。

２ 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、管理

者がその職務を行う。

第９条第２項中「、老人性痴呆疾患センター」を削り、「

輸血部」の下に「、病理診断部」を加える。

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

公営企業訓令

�愛媛県公営企業訓令第１号
愛媛県公営企業事業所処務規則等の一部を改正する訓令を

次のように定める。

平成１５年４月１日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県公営企業事業所処務規則等の一部を改正する訓

令

（愛媛県公営企業事業所処務規則の一部改正）

第１条 愛媛県公営企業事業所処務規則（昭和５７年愛媛県公

営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項の表中老人性痴呆疾患センターの項を削り

、輸血部の項の次に次のように加える。

病理診断部

� 病理診断に関すること。

（愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部改正）

第２条 愛媛県公営企業管理局事務決裁規則（昭和６３年愛媛

県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

第７条中「失書し」を「明記し」に改める。

別表第１ ４の部２の項事項の欄、同部４の項同欄及び

同部５の項同欄中「、私事旅行」を削り、同部６の項同欄

中「及び県外私事旅行」を削り、同表９の部１の項�ア同
欄、同項�イ同欄、同項�イ同欄及び同項�ウ同欄中「１
，０００万円」を「３，０００万円」に改める。

別表第２総務課の部１４の項２�ア事項の欄及び同項２�
イ同欄中「１，０００万円」を「３，０００万円」に改め、同項３

�ア同欄中「１００万円」を「５００万円」に改め、同項３�
ア決裁区分の欄中 ○「 」を ○「 」に改め、同項３

�イ事項の欄中「２０万円以上１００万円」を「５００万円」に
改め、同項３�イ決裁区分の欄中 ○「 」を ○「 」

に改め、同項３�ウを削る。
（愛媛県公営企業事業所事務決裁規則の一部改正）

第３条 愛媛県公営企業事業所事務決裁規則（平成９年愛媛

県公営企業訓令第３号）の一部を次のように改正する。

第７条中「失書し」を「明記し」に改める。

別表第１備考中「輸血部」の下に「、病理診断部」を加

える。

別表第２総務課の表２の部１の項�事項の欄中「、私事
旅行」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「及び県外

私事旅行」を削る。

別表第３総務課の表２の部１の項�事項の欄中「、私事
旅行」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「及び県外

私事旅行」を削る。

別表第５面河ダム出張所の表２の部１の項事項の欄中「

、私事旅行」を削り、「並びに」を「及び」に改め、「及

び県外私事旅行」を削る。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
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